


狭山市の花、木、鳥

狭山市民憲章

　わたくしたちは、入間道(いりまじ)の昔から、武蔵野の大自然と入間川の清流にはぐくまれた狭山の市民です。
わたくしたちは、郷土を愛し、誇りをもって緑と豊かな近代都市を築くため、ここに憲章を定めます。

昭和49年10月26日制定

昭和49年10月26日制定

1 秩序と規則を守り、平和なまちをつくりましょう。

1 教養を深め、文化の高いまちをつくりましょう。

1 自然を愛し、きれいなまちをつくりましょう。

1 勤労を尊び、健康で豊かなまちをつくりましょう。

1 人権を重んじ助け合い、明るいまちをつくりましょう。

市の花：つつじ
　つつじは、市内の山野に多く
自生しています。また、古くか
ら稲荷山公園のつつじとして、
親しまれている花です。

市の木：茶の木
　狭山茶は、鎌倉、室町時代か
ら銘園5場の一つとして名声を
うたわれ、古くから市民が愛着
を持ち続けている木です。

市の鳥：おなが
　おながは、尾が長く、姿が優美
な鳥で、市内に多く見られます。

狭山市紋章

昭和29年12月18日制定

　中央に片仮名の「サ」を置き、周囲に山を配して狭山を象徴しています。中央の
「サ」は常に中心の安定を保持し、山をもって円く囲んだのは市民共同一致して円
満なる発展を意味しています。



都市宣言

はじめに

ともに未来へ

　このたび、令和8(2026)年度から10年間のまちづくりの指針となる「第5次狭山市総合計画」を策定いたし
ました。本市は、先人たちの英知と不断の努力、そして情熱によって、首都近郊の住みやすい住宅都市とし
て、また、県下有数の工業都市として大きく発展してまいりました。
　しかしながら、昨今の社会情勢は急激に変化し続けており、私たちの未来がどのように変わるのか、将来
を見通すことが難しい時代になっております。
　本計画の基本構想では、本格的な人口減少時代の到来をはじめとした本市が直面する課題に正面から向き
合い、「これまで」の着実な歩みを継承しながら、将来像である「緑と健康で豊かな文化都市」の実現を目
指すこととしております。
　今後5年間に取り組む施策の基本的な方向性を示す前期基本計画では、「若い世代を伸ばそう」、「まち
と産業の進化を目指そう」、「人生100年時代を支える健康と安全を守ろう」、「みんなの力で未来につな
ごう」をテーマに、本市に関わる全ての人たちと「これから」に一層の視点を置いた実効性の高い施策に取
り組むこととしております。
　本市が、もっと豊かで便利に、そして「住みたい」「住み続けたい」まちと
なるよう、次世代につながる元気な狭山市の実現に向けて全力で取り組んでま
いります。
　結びに、本計画の策定にあたり、総合計画審議会委員や市民ワークショップ
にご参加いただいた方々をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただいた皆さまに
心から感謝申し上げるとともに、計画の推進にあたりましても、なお一層のご
協力をいただきますようお願い申し上げます。

宣　言

　時代の進運に伴い交通車両の激増とそのスピード化が文化の進展、国民生活の向上に多大な役割を果しつつある反面道路環境
整備の遅滞、交通道義の低調、運転者並びに歩行者の交通ルール背反等に起因する交通事故発生は増加の一途をたどっている。
　本市の交通事情も又、ふくそうを極め特に国道第16号バイパスは交通量、交通事故発生件数共、県下の上位を占め最早この
まま放置できない実情である。
　本市は5万市民の悲願をこめて、人命尊重と市民生活の安全確保の観点に立ち、交通事故の絶滅を期し、一致協力して遠く、
かつ、至難な交通安全へのいばらの道をたゆみなく、ねばり強く、突き進んでゆくことを議会の総意をもって誓うものである。
　右宣言する。

　　昭和42年8月18日

狭山市交通安全都市宣言

　清らかな入間川の流れ、緑豊かな武蔵野の自然の中で、安らぎに満ちた平和な日々を送ることが、私たちの願いです。
　私たちは、再び、戦争によって平和なまちが脅かされることのないよう、あらゆる国の核兵器が廃絶され、世界の恒久平和が
確立されることを強く望みます。
　狭山市は、平和で豊かな社会を築き、次の世代に引き継ぐため、平和を願う心を結集し、市制施行35周年を期して、ここに
平和都市を宣言します。

　　平成元年12月22日

狭山市平和都市宣言

　身も心もすこやかでありたい、それはいつにかわらぬ私たちの願いです。
　豊かな自然の恵み、知恵と情緒に培われた文明や文化、そして情愛細やかな共同体は、これまで私たちの「からだ」と「ここ
ろ」を、どれほど育んできたことでしょう。
　ここ狭山には、入間川の清流や武蔵野の緑野、歴史を偲ばせる伝統行事になごやかな交わりが、いまなお息づいています。
　このさわやかで詩情漂う風土を尊び、そこに家族共々くつろぎ、時に自然散策・スポーツ、時にレジャー・教養に親しむなら、
私たちの願いはきっと叶うことでしょう。
　そのような想いをこめ、ここに「すこやか都市さやま」を宣言します。

　　平成4年11月1日
　　『みんなでつくる　すこやかな　うるおいのまち　わが狭山』
　　狭山市・狭山市健康づくり推進市民会議

すこやかさやま宣言

　私たちは、豊かさを追求するあまり、地球の恵みへの感謝を忘れ、大量生産、大量消費、大量廃棄の暮らしを続けてきました。
　このままでは、資源はやがて底をついてしまいます。
　子供たちの歓声や、小鳥のさえずり、
　そして私たちの住む武蔵野の光と風が消えてしまわないうちに、
　ちょっと立ち止まり、これまでの暮らしを見直し、
　限りある地球の資源と自然を、つぎの世代に伝えていくことを考えましょう。
　それはものを生かして使うことからはじまります。
　これまでの使い捨ての暮らしをやめ、
　「一人ひとりが、足元から」を合言葉にリサイクルを実践しつつ、
　自然とのふれあいを大切にする感性豊かなライフスタイルを築いていくことを、ここに誓います。

　緑と健康で豊かな文化都市・狭山を
　つぎの世代に引き継ぐため、
　私たちは、限りある地球資源を大切にしつつ、
　自然と調和したリサイクル型社会の実現をめざします。

　　平成8(1996)年11月2日

『この地球、資源は有限、未来は無限』―リサイクル都市・狭山―

狭山市長　小谷野　剛
令和8(2026)年3月
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序論
第5次狭山市総合計画

1 計画の策定にあたって

2 狭山市の概況

3 狭山市を取り巻く社会状況   



策定の趣旨

　総合計画とは、長期的な展望に立って本市の目指すべき将来像を描くとともに、その実現に向けて実施する施
策や事業の体系と内容を示したものであり、狭山市における最も上位の計画です。
　本市では、昭和46(1971)年度に「狭山市総合振興計画」、昭和61(1986)年度に「第2次狭山市総合振興計
画」、平成13(2001)年度に「第3次狭山市総合振興計画」、平成28(2016)年度に「第4次狭山市総合計画」を策定
し、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきましたが、社会情勢が急激に変化している近年において、地方創
生を一層推進するにあたっては、地方自治体には、より効率的で柔軟な行財政運営が求められています。
　本計画は、このような時代に対応したまちづくりと行財政運営の方向性を示し、本市に関わる全ての人たちと
の連携・協働のもとで次世代につながる元気なまちづくりを進めていくために策定するものです。

(1) 地形と位置(1)

人口(2)計画の構成と期間

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」から構成されます。

(2)

長期的展望に立った狭山市の将来像と、これを実現するための基本理念と基本方
針を示したものです。計画期間は令和8(2026)年度から令和17(2035)年度までの
10年間です。

ア  基本構想

基本構想をもとに、分野ごとに実施する施策の体系とその内容を示したもので
す。計画期間は基本構想の10年間を前期・後期に分け、前期を令和8(2026)年度
から令和12(2030)年度まで、後期を令和13(2031)年度から令和17(2035)年度まで
のそれぞれ5年間とします。

イ  基本計画

基本計画をもとに、向こう3か年で実施する事業を具体的に示したものです。計画
期間は3か年とし、毎年度ローリング(見直し)を行います。

ウ  実施計画

計画の構成
基本構想

基本計画

実施計画

・市の将来像
・施策の基本的な方向

ビジョン

・3か年で実施する事業
 (毎年度見直し)

アクションプラン

・施策の体系と内容
マスタープラン

基本構想

基本計画

実施計画

年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19

10年

前期5年 後期5年
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年

　本市は、東京都心から40キ
ロメートル圏の埼玉県南西部
に位置し、武蔵野台地の豊か
な緑と入間川の恵みを受け、
住みよい住宅都市として、ま
た県下有数の工業都市として
着実に歩み続け、大きく発展
してきました。

狭山市

埼玉県狭山市

東　経
北　緯
海　抜

139度24分47秒4716
35度51分  8秒3013

77.196m

48.99k㎡総面積

位　置

面　積

1.計画の策定にあたって 2.狭山市の概況

イ　住民基本台帳人口・世帯数の推移(各年1月1日現在) ※昭和29(1954)年は7月1日現在
※平成25(2013)年以降は、住民基本台帳に外国人を含む。
　(住民基本台帳法改正及び外国人登録法廃止に伴う)
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38,97338,973
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69,319
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世帯数(単位：戸)
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ア　年齢男女別人口(令和8(2026)年1月1日現在)

2,065 
2,470 
2,733 

3,130 
3,668 
3,843 
3,860 
4,004 
4,340 

5,166 
6,563 

5,504 
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4,717 
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3,933 
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119 
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1,958 
2,415 
2,643 
2,885 
3,580 
3,517 
3,355 
3,485 
3,962 
4,598 

5,764 
5,184 

4,456 
4,282 

5,250 
6,639 

5,146 
3,027 

1,479 
436 
67 

1,000 3,000 5,000 7,0001,0003,0005,0007,000 (単位：人)

0～4歳
5～9歳
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65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳
100歳以上

男性
73,349人

女性
74,128人
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暮らし(3) 財政(4)
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60,000
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10,000

0

(百万円)

市税 地方消費税交付金 地方交付税 国庫支出金 県支出金 寄附金 市債 その他

ア　普通会計決算額(歳入)

イ　普通会計決算額(歳出)

平成27年度
(2015年度)

平成28年度
(2016年度)

平成29年度
(2017年度)

平成30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

令和2年度
(2020年度)

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和6年度
(2024年度)

令和5年度
(2023年度)

平成27年度
(2015年度)

平成28年度
(2016年度)

平成29年度
(2017年度)

平成30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

令和2年度
(2020年度)

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和6年度
(2024年度)

令和5年度
(2023年度)

(令和7(2025)年5月1日)

進学率

中学生99.5％
98.9 ％県平均

(令和6(2024)年度)

市民1人あたり蔵書数

蔵書数4.50冊
3.25冊県平均

(令和6(2024)年)

製造品出荷額等

1,302,331百万円
15,329,652百万円県内総数

(令和6(2024)年度)

市民1人あたり貸出冊数

貸出数4.91冊
4.56冊県平均

(令和7(2025)年5月1日)

教員1人あたり児童数

小学生15.7人
16.2人県平均

教員1人あたり生徒数
(令和7(2025)年5月1日)

中学生15.0人
14.8 人県平均

(令和7(2025)年4月1日)

市職員1人あたり市民数

161.4人
122.4人県平均

(令和7(2025)年1月1日)

平均年齢

50.3歳
47.6歳県平均

(令和7(2025)年1月1日)

1世帯あたりの人員

2.03人
2.07人県平均

人口密度
(令和7(2025)年1月1日)

3,025.5人/㎢
1,941.8 人/㎢県平均 人

医師1人あたり市民数
(令和4(2022)年12月31日)

481.8人
540.3県平均

1事業所あたり年間商品販売額
(令和3(2021)年6月1日)

卸売り586百万円
988百万円県平均

(令和3(2021)年6月1日)

1事業所あたり年間商品販売額

小売り176百万円
213 百万円県平均

(令和6(2024)年3月31日)

市民1人あたり都市公園面積

7.13㎡
7.25㎡県平均

(令和4(2022)年)

市民1人あたり平均所得

2,953千円
3,138千円県平均

46,462 46,065 44,594 45,322 46,458

65,108

56,681
53,755 54,343

60,300

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

(百万円)

義務的経費：人件費 義務的経費：扶助費 義務的経費：公債費 投資的経費 その他の経費

45,325 44,624 42,569 43,578
45,926

63,513

53,802
51,117

53,273
57,398
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　厚生労働省の「人口動態統計」において、令和6(2024)年の出生者数は68万6,061人で、統計開始以来最少となりました。ま
た、同年の合計特殊出生率は1.15で、人口維持に必要な2.07を大きく下回っており、総人口に占める15歳未満人口の割合も過去
最低となっており、社会全体でこどもを産み育てやすい環境をつくることが急務となっています。
　こうしたなか、国は、令和5(2023)年4月にこども家庭庁を設置し、こどもの権利と意思を尊重しつつ、こどもと家庭の福祉
や健康の向上など、こどもに係る各種政策を推進し、「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。
　教育については、変化の激しい時代に対応できる人材を育成する場として、その役割がますます重要視されているなか、ICT
を教育の質の向上に活用するなどの新しい取組が進められています。 

　総務省の「人口推計」において、令和6(2024)年10月1日現在の65歳以上人口は3,624万人となり、総人口に占める割合も
29.3％とその割合は世界で最高となるなど、超高齢社会が進行しており、医療や介護、年金などの社会保障制度の維持や労働力
の確保など、あらゆる側面への影響が懸念されています。
　一方、「人生100年時代」と言われるように、従来の「老後」の概念が大きく変化するなか、高齢者の就労者数の増加が続く
など、更なる社会参加への期待が高まっています。
　今後も、現役世代が急激に減少し、高齢者人口がピークを迎える「2040年問題」に対応するため、多様な就労・社会参加が
できる環境整備を進めるとともに、予防・健康づくりの推進と健康寿命の延伸を図ることで、高齢になっても元気に活躍し続け
られる社会づくりが求められています。

　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」において、2100年には我が国の総人口が6,000万人程度まで減少す
ることが見込まれています。国では、若年世代の所得向上と雇用の改善、人への投資の強化による総人口8,000万人の定常化を
目指しており、国民一人一人の豊かさや幸福度(ウェルビーイング)を高め、人口減少時代においても成長できる社会を形成して
いくことが求められています。

　少子高齢化や核家族化の進行を背景に、地域コミュニティの希薄化が進み、自治会の加入率の低下や地域活動の担い手不足が
加速することが懸念されています。こどもから高齢者までの多様な世代が地域の中でつながり、それぞれが抱える生活課題の解
決に向けて取り組むことが求められています。
　また、行政だけで全ての地域課題に対応することが困難になっているなかで、ソーシャルビジネスやESG投資など、企業にも
利益追求だけではないパブリックマインドの広がりが見られます。
　さらに、地域住民や企業と連携し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進することで、生活環境の維
持・確保のみならず、持続的な地域の活性化につながることが期待されています。

　近年、台風や豪雨などの風水害や土砂災害が頻発化・激甚化しています。こうした大規模な災害によって、人々の生活や社会
経済活動に甚大な被害が生じることを防ぐためには、ハード・ソフト両面で防災・減災対策を講じることが必要です。
　また、全国的に減少傾向にあった刑法犯認知件数が、近年では増加傾向にあり、犯罪の巧妙化や凶悪化が進み、高齢者が被害
にあうケースが増加しており、安全・安心なまちづくりへの意識が更に高まっていることから、行政と関係団体との連携の強化
や、見守り活動の充実など、社会全体で安全・安心の確保に取り組むことが求められています。

本格的な人口減少時代の到来(1)

「こどもまんなか社会」の実現に向けた取組と次世代に対応した教育の推進(3)

人口減少に対応したまちづくりの推進(4)

暮らしの安全・安心への意識の高まり(5)

「人生100年時代」における健康と生きがいづくり(2)

3.狭山市を取り巻く社会状況    
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　地球規模での気候変動により、自然災害の激甚化、生物多様性の喪失、干ばつや洪水による水・食糧不足などが世界各地で引
き起こされています。平成27(2015)年に採択された「パリ協定」では、世界共通の長期目標として世界の平均気温上昇を産業
革命以前に比べ1.5℃に抑えることを掲げるなど、持続可能な社会の構築に向けた動きが世界的に進められています。
　我が国では、地球温暖化対策として、令和32(2050)年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指す「2050年カーボン
ニュートラル」の実現に向け、再生可能エネルギーの導入拡大や一層の省エネルギーの推進が求められており、それに加え、自
然環境や生態系の保全、ごみ排出量の削減なども求められています。

環境問題への対応と持続可能なまちづくりの実現(6)

　ロシアのウクライナ侵略や米中対立などの地政学リスクの高まりは、エネルギー価格の高騰や原材料の供給不足など、企業の
事業活動に多様で多大な影響を及ぼしています。
　我が国では、今後も生産年齢人口の減少が続くなか、女性や高齢者、外国人、障害者など誰もが働きやすい環境を整備し、必
要な労働力を確保するとともに、AIなどのデジタル技術を活用した労働生産性の向上が求められています。
　製造業については、地政学リスクなどへの備えの観点から国内投資への重要性が高まり、人手不足が強まっている一方、グ
ローバルビジネス展開を急拡大させており、売上の過半を海外市場で稼ぐ構造にシフトしています。
　商業については、日本国内のインターネットによる商取引は年々拡大を続けている一方、地域内のつながりや顔の見える関係
性を大切にしながら地域経済の好循環を目指すローカルエコノミーの重要性が再認識されています。
　農業については、担い手の高齢化や後継者不足が深刻化するなか、農地の集積・集約化の動きや、ICTやロボット技術を活用
したスマート農業などの取組が広がりを見せています。 

経済状況の不透明化と人的資本投資の重要性の高まり(7)

　ヘイトスピーチやインターネット・SNS上での誹謗中傷、外国人や性的少数者に対する差別など、様々な人権問題が顕在化し
ています。バックグラウンドや年齢、性別、国籍、障害、性自認などの属性に関わらず、地域社会から排除されることなく、全
ての人が地域社会の一員として社会参画することができる、誰一人取り残さない社会的包摂による地域共生社会の実現が求めら
れています。
　また、多様性を認め、誰もが自分らしく活躍し、人として尊重され、共に生きる社会を築くために、男女共同参画社会の推進
や障害者への合理的配慮の推進、インクルーシブ教育の推進など、あらゆる面からの取組が求められています。

多文化共生の実現と多様性の尊重(8)

　地域社会を取り巻く環境は大きく変化しており、地域課題も複雑化しています。市民ニーズの多様化や社会の変化に対応する
ため、様々な主体が、地域の担い手として協働することが求められています。
　本市では、平成31(2019)年に「狭山市協働によるまちづくり条例」を制定し、市民、団体、事業者及び市が目的を共有し、
それぞれの役割を認め合いながら連携し、地域の課題を解決し、心豊かで活力に満ちた地域社会を実現する協働によるまちづく
りが進展しています。

協働の推進(9)

　生産年齢人口の減少や高齢化の進行による社会保障経費の増加により、地方財政は厳しい状況にあります。持続可能で安定的
な行財政運営を行っていくためには、歳入面において、地域経済の活性化により地方税などの自主財源の増加に努めるととも
に、歳出面において、老朽化が進行する公共施設の再編やインフラの適正な維持管理のほか、更なる行政サービスの重点化・効
率化を進めることが求められています。
　また、行政課題に的確に対応できる職員の育成や体制づくりが求められています。

持続可能な行財政基盤の確立と行財政改革の推進(10)

　スマートフォンやタブレット端末を利用したモバイル通信の普及により、デジタル化が市民の身近な生活にも深く浸透し、企
業活動においてもコロナ禍を機にテレワークやオンライン会議などの導入が加速しました。
　国はデジタル庁を設置しデジタル化の推進に力を入れており、急速に普及が拡大している生成AIをはじめとしたICTの活用で
私たちの社会や経済活動を更に変革していくDXの推進が期待されています。
　一方、デジタル化によるプライバシー侵害やデータの流出、偽・誤情報の流通・拡散といったリスクに対し、世界的にも規制
やルールの議論が進められています。また、インターネットなどの情報通信技術を利用できる人と利用できない人の間に生じる
格差を解消し、デジタル化の恩恵を最大限に享受するために、社会全体が一体となって、これらの課題の克服に取り組むことが
求められています。

DXの推進(11)
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基本構想
第5次狭山市総合計画

第1章　将来像

第2章　まちづくりの基本理念と基本方針

第3章　将来人口

第4章　土地利用構想



「緑と健康で豊かな文化都市」

第1章　将来像

　本市では、総合的かつ計画的な行財政運営を推進するため、昭和46(1971)年度から今日まで4次に
わたり総合(振興)計画を策定し、昭和61(1986)年度に策定した「第2次狭山市総合振興計画」から
は、本市の目指すべき将来像を、「緑と健康で豊かな文化都市」と定め、以降、その実現に向けたま
ちづくりに取り組んできました。
　この将来像は、「武蔵野の緑や入間川の豊かな自然に恵まれ、多くの先人たちの英知と不断の努力
によって首都近郊の住宅都市として、また、工業都市として発展してきた歩みを大切にしながら、自
然と暮らしの調和がとれた生活環境の中で健康的に過ごせる、経済的な豊かさのみならず心の豊かさ
も実感できる、そして、歴史に育まれた文化を誇れる本市の姿」を示しており、これはこの先も変わ
らずに、市民や団体、事業者など、本市に関わる全ての人たちと一緒に目指していく理想の姿である
と言えます。
　こうしたことから、本市では、この先10年間のまちづくりの基本となる第5次狭山市総合計画にお
いても、これまでの将来像を継承し、本市が目指す将来像を次のとおり定めます。
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第2章　まちづくりの基本理念と基本方針

将来像の実現のため、まちづくりの基本理念と基本方針を次のように定めます。

基
本
方
針

基本理念 1

環境にやさしい持続可能なまちづくり
環境共生

基
本
方
針

基本理念 2

地域の多様な人々が健康で幸せに
暮らせるまちづくり

健康福祉

基
本
方
針

基本理念 3

便利で快適な都市空間を形成する
まちづくり

都市基盤

基
本
方
針

基本理念 4

人を中心に地域の産業が元気になる
まちづくり

産業経済

基
本
方
針

基本理念 5

人を育み文化を創造するまちづくり
教育文化

基
本
方
針

基本理念 6

地域でともに支え合う安全・安心な
まちづくり

市民生活

上記の基本理念における全ての取組において、市民や団体、事業者などとの「協働によるまちづくり」、「健
全な行財政運営」、効果的な「デジタル技術の活用」を推進します。

●「人と自然が共生するまち」を目指し、緑と水に恵まれた自然環境の保全を
図ります。

●「地球にやさしい資源が循環するまち」を目指し、ごみの減量を推進すると
ともに、経済活動とリンクした資源の循環利用を推進します。

●「健康で生き生きと暮らせるまち」を目指し、健康増進と保健予防の推進、
そして社会保障制度の円滑な運営を通じた社会福祉の向上を図ります。

●「こどもが幸せに暮らせる、子育てしやすいまち」を目指し、こどもの健や
かな成長に必要な子育て支援策の充実を図ります。

●「高齢者が安心して暮らせるまち」を目指し、地域包括ケアを推進するとと
もに、高齢者の生きがいづくりや介護サービス基盤の充実を図ります。

●「障害の有無に関わらず自分らしく生活できるまち」を目指し、障害のある
方の自立と社会参加を推進します。

●「魅力ある住みやすく便利なまち」を目指し、地域の拠点の整備と都市機能
の集積により立地適正化を図るとともに、それらを結ぶ道路ネットワークの
構築と公共交通ネットワークの構築を図ります。

●「安全で快適なまち」を目指し、各種インフラの整備と長寿命化を推進する
とともに、災害に強い都市基盤づくりを推進します。

●「働きがいを感じ、働き方を見つけられるまち」を目指し、ライフステージ
や個々のニーズに合わせた多様な働き方を選択できる環境整備や雇用機会の
拡充を図ります。

●「企業・事業者が元気なまち」を目指し、企業や事業者の創業支援と、脱炭
素社会にも寄与する持続的な経済活動を推進します。

●「地域産業を活かした魅力あるまち」を目指し、商業、工業、農業、観光業
をはじめとした産業の振興と地域資源の活用を図ります。

●「豊かな学びで人を育むまち」を目指し、いつでもどこでも誰もが学べる生
涯学習と、親しめる生涯スポーツを推進します。

●「未来へはばたく“さやまっ子”を育むまち」を目指し、これからの社会を生
きる力を備えるための学力や心身の育成を図るとともに、教育環境の充実を
図ります。

●「人権と平和が尊重されるまち」を目指し、人権と平和への意識の高揚を図
ります。

●「文化を通して豊かな心を育むまち」を目指し、伝統文化を大切にしなが
ら、市民文化の振興を図るとともに、国際交流と都市交流を推進します。

●「一人一人が主役のまち」を目指し、地域コミュニティの活性化や、男女共
同参画を含む多様性を尊重する環境づくりを推進します。

●「災害対応に優れたまち」を目指し、自助・共助・公助の考え方のもと、地
域防災体制の整備と消防・救急体制の充実を図ります。

●「安全・安心に暮らせるまち」を目指し、交通安全対策や防犯対策を推進し
ます。また、基地周辺の生活環境の向上を図ります。 
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第3章　将来人口 第4章　土地利用構想

■年齢3区分別人口の見通し

0%

50%

100%

年少人口 生産年齢人口 老年人口
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■人口の見通し

令和3(2021)年

15,666人
(10.5%)

86,707人
(57.9%)

47,453人
(31.7%)

令和3(2021)年

149,826

令和8(2026)年

14,284人
(9.7%)

85,507人
(58.0%)

47,686人
(32.3%)

令和8(2026)年

147,477

令和13(2031)年

14,136人
(9.9%)

81,957人
(57.3%)

46,857人
(32.8%)

令和13(2031)年

142,950

令和18(2036)年

13,433人
(9.7%)

78,846人
(56.7%)

46,806人
(33.7%)

令和18(2036)年

139,085

1．土地利用の方針

　土地は、現在そして将来にわたり、公共の福祉に寄与するかけがえのない財産であり、市民生活や事業活動などの基
盤となるものであることから、本市の将来像の実現のため、「第2章　まちづくりの基本理念と基本方針」を踏まえな
がら、計画的な土地利用を推進します。

(1)　中枢拠点(狭山市駅周辺)
　　　本市の中心的な拠点として、市の顔となる魅力と利便性の向上を目指した都市機能の充実を図ります。

(2)　地域拠点(入曽駅周辺・新狭山駅周辺)
　　　生活の利便性を高める拠点として、活気ある地域の発展を目指した都市機能の充実を図ります。

(3)　地域拠点(稲荷山公園駅周辺)
　　　既存の公共施設や文教施設を活かした地域拠点の形成を図ります。

(4)　工業・流通拠点
　　　既存の工業団地については、拠点にふさわしい環境の整備を推進します。また、新たな拠点の形成を図ります。

(5)　水と緑の拠点
　　　豊かな自然環境を生かした親しみある公園や潤いのある水辺空間について、整備や保全により、拠点の形成を
　　　図ります。

(6)　交通網の形成
　　　広域や近隣の都市を結ぶとともに、都市の骨格となる道路ネットワークの構築と公共交通ネットワークの構築を
　　　図ります。

2．都市構造

　平成27(2015)年度に策定した「狭山市人口ビジョン」では、本構想の目標年次である令和18(2036)年1月1日時点の
人口を、130,006人と推測しておりましたが、本計画の策定にあたり、新たな推計を行った結果、おおむね139,000人
と推測され、これまでの転入促進などの施策の推進により、大幅に人口減少のスピードが改善される見通しとなってい
ます。
　今後もこれまでの歩みを止めることなく、本構想に基づく各種施策に着実に取り組むことにより、140,000人台の人
口を維持していきます。

※各年1月1日現在人口(令和3(2021)年と令和8(2026)年は実績、令和13(2031)年以降は見通し)

※各年1月1日現在人口(令和3(2021)年と令和8(2026)年は実績、令和13(2031)年以降は見通し)
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3．都市的土地利用

4．自然的土地利用

《都市構造図》
(1)　住宅地
　　　既存の住居系地区について、良好な住環境の形成に向け、計画的な整備改善を推進します。

(2)　商業・業務地
　　　商業・業務地の拡充などを通じ、地域の活性化に向けて土地の有効利用を推進し、都市機能の充実を図ります。

(3)　工業地
　　　都市としての自立性や活力の創出に向けた土地利用を推進し、住居などが混在する地区については、周辺環境と
　　　調和した土地利用を推進します。

(4)　公園・緑地
　　　大規模公園については、スポーツ・レクリエーション活動の場として機能の充実を図るとともに、身近な公園に
　　　ついては、憩いとやすらぎの場として、計画的な維持管理を推進します。
　　　また、市街地に残された緑地の保全を推進し、緑豊かな街並みの形成を図ります。

(1)　樹林地
　　　平地林や斜面林などについては、緑豊かな自然環境を保全することを優先に、適正な土地利用を推進します。

(2)　農用地
　　　市街化調整区域内の農用地について、優良な農地を保全することを優先に、適正な土地利用を推進します。

(3)　集落地等
　　　身近な自然環境などを生かした生活環境と居住環境を保全するため、周辺環境と調和した適正な土地利用を
　　　推進します。

5．土地利用転換

　中枢拠点の拡充及び工業・流通拠点の拡張に向け、周辺環境と調和した土地利用を図ります。
　また、既存の工業地区の周辺で工業地としての立地条件を備えた地区については、工業や流通機能などの立地を促進す
るとともに、幹線道路などの沿道については、交通の利便性を生かし、商業機能や流通機能などの立地を促進します。

凡例

中枢拠点 自動車専用道路

主要幹線道路

都市計画道路
以外の県道

地域内幹線道路

地域内幹線道路(構想)

核都市広域幹線道路(構想)

鉄道・駅

主要な緑地幹線道路

地域拠点

工業・流通拠点

緑の拠点

水の拠点

国道299号
バイパス

国道
16号

入
間
川

航空自衛隊
入間基地

県営狭山
稲荷山公園

堀兼・上赤坂公園

核都
市広
域幹
線道
路

智光山公園

稲荷山
公園駅

狭山市駅

新狭山駅
狭山
日高IC

狭山
工業団地

川越狭山
工業団地

国道
407号

入曽駅

西
武
池
袋
線

西武
新宿
線

東京狭山線

ゴルフ場

ゴルフ場

圏
央
道

久保
川

不老
川
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《土地利用構想図》

凡例

住宅地

商業・業務地

樹林地

農用地

集落地等工業地

公園・緑地 鉄道・駅

土地利用転換構想地区

河川

主な道路

主な道路(構想)

国道299号
バイパス

国道
16号

入
間
川

航空自衛隊
入間基地

県営狭山
稲荷山公園

堀兼・
上赤坂公園

核都
市広
域幹
線道
路

智光山公園

稲荷山
公園駅

狭山市駅

新狭
山駅

狭山
日高IC

国道
407号

入曽駅

西
武
池
袋
線

西武
新宿
線

東京狭山線

ゴルフ場

ゴルフ場

久保
川

圏
央
道

不老
川
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重点テーマ
施策体系図
総合計画とSDGs
施策の見方
施策
計画推進のために



　5年間の前期基本計画の期間において、行財政資源を重点的かつ優先的に配分しながら、本市に関わる全ての主体と
連携・協働して取り組んでいく4つの重点テーマと、それらの実現に資する施策などを示しています。

若い世代を伸ばそう まちと産業の進化を目指そう

人生100年時代を支える
健康と安全を守ろう

みんなの力で未来につなごう

重点テーマ

テーマ１ テーマ２

テーマ３ テーマ４

まちの将来を担う主役は、狭山市発展の原動力となる「若い世代」です。
みんなで若い世代の活躍の場を広げながら、力を伸ばし、可能性を伸ばし、
人数も伸ばし、人口減少時代でも活力あるまちづくりを進めます。

テーマ１ 若い世代を伸ばそう

健康づくり・保健予防の推進施策7 こども・子育て支援の充実施策10

仕事と子育ての両立支援施策11 児童虐待防止対策の充実施策13

多様な働き方の支援と雇用機会の拡充施策28 教育の内容と支援の充実施策37

豊かで健やかな心身の育成施策38 教育環境の充実施策39

家庭や地域との連携施策40 男女共同参画の推進施策46

まちを支える基盤は、「都市機能」と「産業」です。
みんなでまちに賑わいを創出し、産業を活性化しながら、まちと産業も社会に
合わせてアップデートし、人と企業に選ばれるまちづくりを進めます。

まちと産業の進化を目指そう

コンパクトなまちづくりの推進施策19 道路ネットワークの構築施策20

公共交通ネットワークの構築施策21 計画的な土地利用転換施策22

新たな企業・事業者の育成施策29 地域産業の支援の充実施策30

地域商業の活性化施策31 工業の活性化施策32

農業の活性化施策33 地域資源を活用した観光の推進施策34

テーマ２

22 23

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

前
期
基
本
計
画

重
点
テ
ー
マ

前
期
基
本
計
画

重
点
テ
ー
マ



人生100年時代を支える土台となるのは、「健康」と「安全」です。
みんなで支え合いながら、誰もが健康で活躍できる、また、安全で安心して
暮らし続けることができるまちづくりを進めます。

人生100年時代を支える
健康と安全を守ろう

地球環境の保全施策1 健康づくり・保健予防の推進施策7

高齢者の生きがいづくりの推進施策14 地域包括ケアの推進施策15

障害者の社会参加の促進施策18 住宅などの適正な管理及び
安全性の確保の推進

施策24

安全で安定した上下水道施策27 生涯学習の推進施策35

生涯スポーツの推進施策36 市民主体のまちづくりの推進施策45

危機管理防災体制の充実施策47 消防・救急体制の充実施策48

交通安全対策の充実施策49 地域防犯対策の推進施策50

テーマ３

わがまち狭山が進む方向は、明るい希望が持てる「未来」です。
みんなで未来に視点を置きながら市政を運営し、不透明・不確実で
変わり続ける社会情勢に対し、柔軟に対応するまちづくりを進めます。

みんなの力で未来につなごう

協働によるまちづくり施策を支える柱1 健全な行財政運営施策を支える柱2

積極的なデジタル技術の活用施策を支える柱3

テーマ４
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施策を支える柱3
積極的なデジタル技術の活用

施策を支える柱2
健全な行財政運営

施策を支える柱1
協働によるまちづくり

計画推進のために

第3章　都市基盤 ～便利で快適な都市空間を形成するまちづくり～
施策19 コンパクトなまちづくりの推進

施策20 道路ネットワークの構築

施策21 公共交通ネットワークの構築

施策22 計画的な土地利用転換

施策23 住みよいまちづくりの推進

第2節 
安全で快適なまち

施策24 住宅などの適正な管理及び安全性の確保の推進

施策25 雨水対策の推進

施策26 安全で快適な道路環境の維持・保全

施策27 安全で安定した上下水道

第1節 
魅力ある住みやすく便利なまち

施策体系図

第2節 
地球にやさしい資源が循環するまち

第1節 
人と自然が共生するまち

～環境にやさしい持続可能なまちづくり～

施策1 地球環境の保全

施策2 生活環境の保全

施策3 環境保全への主体的参加

施策4 緑地の保全と緑化の推進

施策5 循環型社会の形成

第1章　環境共生

第4節 
障害の有無に関わらず自分らしく生活できるまち

第3節 
高齢者が安心して暮らせるまち

第2節 
こどもが幸せに暮らせる、子育てしやすいまち

第1節 
健康で生き生きと暮らせるまち

～地域の多様な人々が健康で幸せに暮らせるまちづくり～
施策6 福祉の総合的な推進

施策7 健康づくり・保健予防の推進

施策8 地域医療体制の充実

施策9 社会保障制度の円滑な運営

施策10 こども・子育て支援の充実

施策11 仕事と子育ての両立支援

施策12 ひとり親家庭の自立支援の推進

施策13 児童虐待防止対策の充実

施策14 高齢者の生きがいづくりの推進

施策15 地域包括ケアの推進

施策16 介護サービスの充実

施策17 障害者の自立支援の促進

施策18 障害者の社会参加の促進

第2章　健康福祉

施策49 交通安全対策の充実

施策50 地域防犯対策の推進

施策51 市民相談と消費生活相談の充実

施策52 基地周辺環境の整備の推進

施策45 市民主体のまちづくりの推進

施策46 男女共同参画の推進

施策47 危機管理防災体制の充実

施策48 消防・救急体制の充実

第6章　市民生活 ～地域でともに支え合う安全・安心なまちづくり～

第3節 
安全・安心に暮らせるまち

第2節 
災害対応に優れたまち

第1節 
一人一人が主役のまち

施策37 教育の内容と支援の充実

施策38 豊かで健やかな心身の育成

施策39 教育環境の充実

施策40 家庭や地域との連携

施策35 生涯学習の推進

施策36 生涯スポーツの推進

施策41 人権尊重意識の高揚

施策42 平和意識の高揚

施策43 文化の振興

施策44 国際交流と都市交流の推進

第5章　教育文化 ～人を育み文化を創造するまちづくり～

第1節 
豊かな学びで人を育むまち

第2節 
未来へはばたく“さやまっ子”を育むまち

第3節 
人権と平和が尊重されるまち

第4節 
文化を通して豊かな心を育むまち

施策31 地域商業の活性化

施策32 工業の活性化

施策33 農業の活性化

施策34 地域資源を活用した観光の推進

施策28 多様な働き方の支援と雇用機会の拡充

施策29 新たな企業・事業者の育成

施策30 地域産業の支援の充実

第4章　産業経済 ～人を中心に地域の産業が元気になるまちづくり～

第2節 
企業・事業者が元気なまち

第1節 
働きがいを感じ、働き方を見つけられるまち

第3節 
地域産業を活かした魅力あるまち
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　SDGsとは、平成27(2015)年9月の国際連合サミットで採択された国際社会の共通目標であり、
「誰一人取り残さない社会」という基本理念のもと、令和12(2030)年を達成年限とし、17のゴー
ル、169のターゲットが掲げられています。
　本計画においても、各施策に関連するSDGsのゴールを示しながら、一体的に推進していきます。 地

球
環
境
の
保
全

施策の目指す姿 施策の成果指標

1

施 

策

市民や団体、事業者などと協働し、

温室効果ガス排出量の抑制や生態系の保全に取り組むことで、

地球環境の保全に寄与しています。

成果指標名

実績値 令和4(2022)年度

目標値 令和12(2030)年度

狭山市全体の温室効果ガス排出量

533千t－CO₂

849千t－CO₂
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第1節 人と自然が共生するまち

30 31

〜
環
境
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
環
境
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第3次狭山市環境基本計画

関連個別計画
● 令和32(2050)年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向け、市民や事業者に対
するクリーンエネルギーの活用を促進する補助制度や情報提供などに取り組んでいます。

● 令和3(2021)年2月に、埼玉県西部地域まちづくり協議会 で『「ゼロカーボンシティ」共同宣言』を行い、近年は産
業部門の温室効果ガス排出量削減に広域的に取り組んでいます。

● 持続可能な環境に不可欠となる豊かな生物多様性に支えられた生態系保全のため、特定外来生物の駆除などを行っ
ています。

● 市民や団体、事業者などと協働し、太陽光発電や省エネルギー機器の導入など温室効果
ガス排出量がより少ないエネルギーへの転換を促進します。

● 公共施設において、更なる再生可能エネルギーの利用及び省エネルギー機器の導入を推
進します。

● 生物多様性に配慮した良好な生態系の保全を図るため、生態系に影響を及ぼす外来生物
などの情報発信や防除対策を推進します。

(1)ゼロカーボンシティの実現

(2)生態系の保全

● 令和32(2050)年ゼロカーボンシティの実現に向け、更なる省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が必要
です。

● 多様な生物が共生する環境を守るため、生態系の保全が必要です。

※

主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題
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施策の推進を通じて目指す5年
後(令和12(2030)年度末)の姿
を記載しています。

施策の達成度を測るための
成果指標を示しています。

施策の目指す姿と現状を踏まえた
課題を記載しています。

市が主に取り組んできた内容や、
施策を取り巻く環境の変化などを
記載しています。 

施策の課題を解決するための
具体的なとりくみ内容を記載
しています。

④④ ④④

②②

①①
②②

③③

③③

総合計画とSDGs 施策の見方

⑤⑤

※が付いている用語については、巻末の
用語解説に説明が掲載されています。

⑥⑥

⑥⑥

⑤⑤

①①



地
球
環
境
の
保
全

施策の目指す姿 施策の成果指標

1

施 

策

市民や団体、事業者などと協働し、

温室効果ガス排出量の抑制や生態系の保全に取り組むことで、

地球環境の保全に寄与しています。

成果指標名

実績値 令和4(2022)年度

目標値 令和12(2030)年度

狭山市全体の温室効果ガス排出量

533千t－CO₂

849千t－CO₂

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
1
章
　
環
境
共
生

第
1
章
　
環
境
共
生

第1節 人と自然が共生するまち

30 31

〜
環
境
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
環
境
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
〜



第3次狭山市環境基本計画

関連個別計画
● 令和32(2050)年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向け、市民や事業者に対
するクリーンエネルギーの活用を促進する補助制度や情報提供などに取り組んでいます。

● 令和3(2021)年2月に、埼玉県西部地域まちづくり協議会 で『「ゼロカーボンシティ」共同宣言』を行い、近年は産
業部門の温室効果ガス排出量削減に広域的に取り組んでいます。

● 持続可能な環境に不可欠となる豊かな生物多様性に支えられた生態系保全のため、特定外来生物の駆除などを行っ
ています。

● 市民や団体、事業者などと協働し、太陽光発電や省エネルギー機器の導入など温室効果
ガス排出量がより少ないエネルギーへの転換を促進します。

● 公共施設において、更なる再生可能エネルギーの利用及び省エネルギー機器の導入を推
進します。

● 生物多様性に配慮した良好な生態系の保全を図るため、生態系に影響を及ぼす外来生物
などの情報発信や防除対策を推進します。

(1)ゼロカーボンシティの実現

(2)生態系の保全

● 令和32(2050)年ゼロカーボンシティの実現に向け、更なる省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用が必要
です。

● 多様な生物が共生する環境を守るため、生態系の保全が必要です。

※

主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題
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生
活
環
境
の
保
全

2

施 

策

施策の目指す姿

工場や事業所において環境法令が遵守されるとともに、

市民一人一人が率先して環境美化活動に取り組むことにより、

地域の生活環境が良好に保たれています。

施策の成果指標

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

特定事業場・工場排水の規制基準の達成率

100％

88.6％

第1節 人と自然が共生するまち

34 35
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第3次狭山市環境基本計画

関連個別計画

● 環境汚染などを未然に防止するため、継続的な調査に基づいた実態の把握と工場や事業所に対する規制基準の遵守
徹底の指導とともに、一般家庭などに対する適正な生活排水処理の指導が必要です。

● 不法投棄物の撤去重量は減少傾向にありますが、引き続き、ごみのポイ捨てや不法投棄の防止に向けた意識啓発と
美化活動が必要です。

● 大気環境や水環境などの良好な状態を維持するため、全環境関連法令に基づく工場や事業所への立入検査及び規制
基準の遵守徹底の指導を行っています。

● アダプトプログラム に基づき、道路や水辺などの環境美化活動に取り組む団体や事業者を支援しています。

● 不法投棄されやすい場所を中心に、不法投棄を未然に防止するためのパトロールを行っています。

※

● 環境関連法令に基づく工場や事業所への立入検査や規制基準の遵守徹底の指導により、
環境汚染の未然防止を図ります。

● 生活排水対策について、関係機関と連携し、適正な処理方法の周知などを図ります。

● 大気、河川、地下水、土壌についての環境調査や、自動車交通に伴う騒音・振動につい
ての道路交通騒音調査を継続的に行い、必要な改善について関係機関へ要請します。ま
た、新たな環境リスクが確認された場合は、関係機関と連携して調査を行うなど、適切
な対応を図ります。

● ダイオキシン類の発生を防止するため、野焼き防止パトロールと排出源に対する指導を
行うとともに、野焼き防止の啓発活動を推進します。

(1)環境汚染などの未然防止

(2)環境調査事業の推進

● ごみのポイ捨てや不法投棄を防止するため、市民や団体、事業者などによるアダプトプ
ログラムなどの環境美化活動を支援するとともに、不法投棄パトロールや各種キャン
ペーンでの啓発活動を推進します。

(3)環境美化の推進

主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題
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環
境
保
全
へ
の
主
体
的
参
加

3

施 

策

施策の目指す姿

市民一人一人が環境について学び、

日々の暮らしのなかで環境負荷の低減に努めるとともに、

市民や団体、事業者などの多様な主体が協働し、

環境保全に積極的に取り組んでいます。

施策の成果指標

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

環境保全活動に係る協働事業の実施件数

実績値以上

35件

第1節 人と自然が共生するまち
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● 市民生活や事業活動において、市民一人一人が環境に配慮した行動をするため、小中学校における環境学習や公民
館などにおける環境講座などを行い、環境に対する意識の啓発に取り組んでいます。

● 市民や団体、事業者などの環境保全活動を支援しており、それぞれの活動だけでなく、複数の主体の協働による取
組も増加しています。

第3次狭山市環境基本計画

関連個別計画

● 小中学校や公民館などにおいて、地域の自然や特性を生かした体験型活動などの環境学
習の充実を図ります。

● 環境に関する講演会やイベント、出前講座などを開催し、市民の環境に対する意識の啓
発を図ります。

● 市民や団体、事業者など、各主体による環境保全活動を支援するとともに、多様な主体
をつなぐ交流の機会の提供などによりネットワークの強化を図ります。  

(1)環境学習の推進

(2)多様な主体とのネットワークの強化

● 市民一人一人の環境保全への関心を一層高めるための意識啓発が必要です。

● 協働による環境保全活動への積極的な参加の促進による実施主体のネットワークの強化が必要です。

主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題
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緑
地
の
保
全
と
緑
化
の
推
進

4

施 

策

施策の目指す姿

地域制緑地の指定や公有地化により、

広域的に緑地が保全され、

市街地にも緑が増えています。

施策の成果指標

※
成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

緑地面積

緑地の減少を最小限に留める

1,760.8ha

第1節 人と自然が共生するまち
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関連個別計画

● 市内に残された緑地のうち、約133haを貴重な緑地として地域制緑地に指定しており、このうち、まとまった緑地
を形成し、保全する必要性が高い稲荷山特別緑地保全地区 ・ふるさとの緑の景観地 ・入間川左岸斜面緑地・狭山
市ふれあい緑地 の一部など約23haを公有地化しています。

● 堀兼・上赤坂公園周辺は緑のトラスト保全第9号地 として約7haを公有地化し、団体の協力のもと、維持管理を行っ
ています。

● 市街地やその周辺に残された平地林の約2haを借地などにより狭山市ふれあい緑地に指定し、市民や団体との協働
による管理のもと、憩いの場として提供しています。

● 身近な緑の創出に向け、樹木の保全や生け垣設置などにより宅地の緑化に取り組んでいるほか、開発事業におい
て、適切な緑地の確保に努めています。

第3次狭山市環境基本計画
第2次狭山市緑の基本計画
狭山市森林整備計画

● 市街地に残された緑地のうち、まとまった規模で景観を形成している平地林について、
緑地の指定などにより保全を図ります。

● 市民や団体と協働し、地域における緑地保全活動を推進します。

● ふるさとの緑の景観地などの恒久的な保全が必要な緑地について、公有地化を推進し
ます。

(1)緑地の保全と公有地化の推進

● 市街地やその周辺に残された緑地の保全を図るとともに、その一部を憩いの場として提
供します。

● 住宅や公共施設などの緑化を推進するとともに、緑に親しむイベントの開催などによ
り、緑化の普及・啓発を図ります。

(2)緑地の活用と緑化の推進

● 豊かな自然環境を守るため、緑地を量・質ともに維持していくことが必要です。

※※

※

※

主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題
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循
環
型
社
会
の
形
成

5

施 

策

施策の目指す姿

ごみの発生を抑制するとともに、

分別の徹底や適正なごみ処理などを行うことにより、

資源の有効活用が図られています。

施策の成果指標

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

再生利用率(焼却灰を含めたごみの総資源化量÷ごみの総排出量)

実績値以上

31.1％

第2節 地球にやさしい資源が循環するまち
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● 4R＜Refuse(ごみになるものを断る)・Reduce(ごみを減らす)・Reuse(不用になったものを再利用)・Recycle(ごみ
の分別による再資源化)＞の普及・啓発に取り組んでいます。

● 食品ロスの削減やプラスチックごみの発生抑制と分別排出に向けた意識の啓発に取り組んでいます。

● 事業者などに対し、ごみの減量化や適正な分別に関する指導を行っており、事業系ごみの排出量は減少しています。

● 安全で安定したごみ処理を実現するため、効率的なごみの収集やごみ処理施設の適正な運転と維持管理を行ってい
ます。

第3次狭山市環境基本計画
狭山市一般廃棄物処理基本計画
狭山市一般廃棄物処理実施計画
狭山市災害廃棄物処理計画

関連個別計画

● 更なる再生利用率の向上に向け、4Rの普及・啓発とともに、ごみの減量化とリサイクルの推進が必要です。

● ごみ処理施設の老朽化対策とともに、適正かつ円滑なごみ処理が必要です。

● イベントなどの開催により、リサイクルプラザの活用を推進するとともに、様々な機会
を捉え、4Rの普及・啓発活動を推進します。

● 市民や団体、事業者などによるごみの減量化やリサイクルに関する取組を支援します。

● 事業系ごみの更なる減量化を推進するため、ごみの排出状況を把握するとともに、事業
者に対し、分別の徹底など適切な指導を行います。

● 使い捨て(ワンウェイ)プラスチックの使用の抑制や食品ロス削減に向けた取組などによ
り、ごみの減量化を推進するとともに、生ごみリサイクルやごみの分別などに関する
周知の徹底を図ります。

● 安全で安定したごみの適正処理を推進するとともに、災害時には、関係機関などと連携
し、発生するごみの適正かつ円滑な処理を図ります。

● ごみ処理施設を適正に管理するとともに、計画的な改修を行い、施設の長寿命化を図り
ます。

(1)4Rの推進

(2)適正なごみ処理と施設の管理及び更新

主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題

写真：バイオ燃料使用ごみ回収車
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福
祉
の
総
合
的
な
推
進

施策の目指す姿

地域共生社会の実現に向けた福祉サービスの

総合的な支援体制の充実と地域福祉の担い手による

積極的な活動により、誰もが役割をもって、

住み慣れた地域で生き生きと生活しています。

6

施 

策

施策の成果指標

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

地域住民が運営する集いの場・通いの場 の登録件数

275件

245件

※

第5次狭山市総合計画
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第1節 健康で生き生きと暮らせるまち



● 社会福祉協議会と連携し、地域住民とのつながりを深めた地域福祉活動を推進しています。

● 地域住民が自ら取り組む「自助」、近所での支え合いをはじめ、NPOや事業者、社会福祉協議会などが地域で協力
して取り組む「共助」の力を高め、公的福祉サービスなどの「公助」との連携による福祉の総合的な推進に取り組
んでいます。

● 複雑化・複合化した課題を抱える世帯に対し、関係機関と連携したトータルサポート体制による支援を行ってい
ます。

● 住み慣れた地域で安心して生活できるよう、成年後見制度の普及・啓発など、権利擁護の推進に取り組んでいます。

● 地域住民や福祉活動者・団体、公的な支援体制の相互連携による「支え手」「受け手」という関係を超えて支え合
う地域の実現に向けた取組の一層の推進が必要です。

第5期狭山市地域福祉計画
第9期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
第6次狭山市障害者福祉プラン

関連個別計画

● 講座やシンポジウム、研修会などの開催を通じ、地域共生社会についての意識の啓発を
図ります。

● 地域福祉活動団体などの先進的な取組が市民に広く認知・理解されるよう、情報を発信
します。

● 地域住民が主体となって、見守りや社会的な孤立の予防、生活支援などの活動を行う地
域福祉活動団体の設立を支援します。

● 地域福祉活動団体が運営する活動拠点の設立を促進します。

(1)地域共生社会への意識啓発

(2)地域福祉活動団体の支援

● 複雑化・複合化した課題を解決するために、トータルサポート室を中心に包括的相談支
援を行うなどの重層的支援体制を推進します。

● 生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的に相談と就労などを支援します。

(3)重層的支援体制の推進

● さやま成年後見センターや地域包括支援センターなどと連携し、障害者や高齢者の権利
擁護に関する相談対応や啓発を図るとともに、成年後見制度の利用を促進し、判断能力
が不十分な人の意思決定を支援します。

(4)権利擁護の推進

主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題
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進

健
康
づ
く
り
・

施策の目指す姿

市民一人一人が「自分の健康は自分で守る」という

意識のもと、こころとからだの健康づくりに

取り組みながら健康な生活を送っています。

7

施 

策

施策の成果指標

成果指標名

実績値 令和5(2023)年度

目標値 令和12(2030)年度

健康寿命の延伸

男性20.27年　　女性23.27年

男性18.56年　　女性21.56年

(65歳に達した人が要介護2以上になるまでの期間を健康寿命としています)

54 55
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第1節 健康で生き生きと暮らせるまち



●「健康日本21狭山市計画」・「狭山市食育推進計画」・「狭山市歯科口腔保健推進計画」・「狭山市自殺対策計
画」に基づき、関係機関・団体と連携し、健康づくりと保健予防を推進しています。

● 健康寿命は延伸している一方、全ての世代において運動量が減少するなど、健康無関心層や健康格差が顕在化して
いることから、健康づくりへの意識の啓発などに取り組んでいます。

● 妊娠・出産・子育て期に特有の心身の健康に関する悩みを抱える方に対し、きめ細かな支援を行っています。

● 健康リスクに関わらず全ての人に働きかける「ポピュレーション・アプローチ」と、健診などにより健康悪化やリ
スクの存在が明らかになった人に働きかける「ハイリスク・アプローチ」が必要です。また、乳幼児期、青壮年
期、高齢期などの人の生涯における段階ごとに働きかける「ライフコース・アプローチ」に着目した取組が必要
です。

第4次健康日本21狭山市計画
狭山市歯科口腔保健推進計画
狭山市こども計画

第3次狭山市食育推進計画
第2次狭山市自殺対策計画

関連個別計画

● 関係機関や団体と協働し、地域における健康づくり活動に取り組むとともに、活動の担
い手の育成を図ります。

● ライフステージに応じて健康増進に取り組めるよう、公共施設や民間施設の活用を促進
します。

● 関係機関と連携し、食の大切さについての意識の啓発と食事づくり力の向上を図り、食
育を推進します。

(1)地域と協働した健康づくり活動の推進

(2)食育の推進

● 関係機関と連携し、口腔機能や口腔ケアに関する情報を発信し、正しい知識の普及を図
ります。

● 歯科疾患予防のため、歯科健診や歯磨き指導の充実を図ります。

(3)歯科口腔保健の推進

● 市民自らが健康づくり活動を行えるよう、各種講座やイベントなどを開催するととも
に、健康遊具の利用を促進し、健康づくりや生活習慣病予防についての意識の啓発を
図ります。

● 精神保健の推進とともに、関係機関との連携による各種事業の実施を通じ、こころの健
康づくりについての意識の啓発を図ります。

(4)こころとからだの健康づくりへの意識啓発

● 妊娠期から出産・子育てまで、一貫した切れ目のない支援を行います。

● 妊産婦や乳幼児の健康診査により、疾病や支援が必要な家庭の早期発見と必要なサービ
スへの円滑な接続を推進します。

● 不妊や不育に関する正しい知識の普及を図るとともに、不妊・不育症検査費用の一部を
助成します。

(5)親子の健康の推進

● がんや生活習慣病などの早期発見・早期治療のため、各種健(検)診の受診者の増加を図
ります。

● 生活習慣病の予防のため、健康教育と健康相談の充実を図ります。

(6)疾病予防の推進

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状

56 57

第5次狭山市総合計画
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実

施策の目指す姿

8

施 

策

施策の成果指標

休日や夜間の緊急時においても

身近で安心して診療を受けることができる

地域医療体制が確保されています。

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

小児科救急医療病院群輪番制病院において受診することができない時間数

0時間/月

0時間/月

58 59
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● 初期救急医療体制の充実のため、急患センターを中心に休日の診療体制を確保しているほか、入間市と共同で夜間
の診療体制を確保しています。

● 二次救急医療体制においては、狭山保健所を中心に、本市と所沢市、入間市で協定を締結し、休日と夜間における
広域的な救急医療体制を確保しています。

● 日頃から一人一人の体質や病歴を把握し、身近で安心して受診や相談が受けられるかかりつけの医師や薬剤師(医
科・歯科・薬局)の普及と定着を促進しています。

● 休日や夜間に関わらず受診対応できる医療体制の維持が必要です。

● 急患センターを中心に、休日と夜間の初期救急医療体制の充実を図るとともに、所沢地
区医療圏3市(本市と所沢市、入間市)及び西部医療圏5市(本市と所沢市、飯能市、入間
市、日高市)における二次救急の病院群輪番体制の充実と強化を図ります。

● 地域医療体制の維持のため、小児科医の確保について、引き続き県に要望します。

● 新興感染症の発生とまん延に備え、医師会などの関係機関と連携し、医療体制の充実を
図ります。

● 医師会などの関係機関と連携し、かかりつけの医師や薬剤師(医科・歯科・薬局)の普及
と定着を促進します。

(1)診療体制の充実

関連個別計画

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状
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施策の目指す姿

9

施 

策

施策の成果指標

各種社会保障制度が円滑に運営されることにより、

社会の安定に寄与しています。

円
滑
な
運
営

社
会
保
障
制
度
の

特定健康診査の受診率生活保護受給者就労支援事業によって支援した
件数のうち、就労につながった件数の割合

50％

40.3％

62％

44.3％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

62 63
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● 生活保護や国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療などの社会保障制度の適正かつ健全な運営が必要
です。

第3期狭山市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)
第4期狭山市国民健康保険特定健康診査等実施計画
第9期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

● 生活保護制度については、稼働年齢層の生活保護受給者に対し、自立に向けた就労支援を行っています。

● 国民健康保険制度については、高齢化や医療の高度化などに伴い医療費が増加していることから、医療費の適正化
や保険税収納率の向上などに取り組んでいます。

● 介護保険制度については、要介護・要支援認定者の増加に伴い介護給付費が増加していることから、自立支援や介
護予防・重度化防止、介護給付の適正化などに取り組んでいます。

● 国民年金制度と後期高齢者医療制度については、円滑な運営に向けた制度の周知を行っています。

関連個別計画

● 生活保護制度を適正に運営し、生活保護受給者の自立に向けた健康管理支援と就労支援
を行います。

● 診療報酬明細書(レセプト)などの点検による給付の適正化やジェネリック医薬品の利用
促進による医療費の縮減を図ります。

● 関係機関と連携し、特定健康診査の受診率や特定保健指導の実施率の向上による給付の
適正化を図ります。

● 埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携し、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図ります。

● 介護予防・重症化予防に向け、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に取り組み
ます。

(1)生活保護世帯への自立支援

(2)国民健康保険制度と後期高齢者医療制度の円滑な運営

● 介護保険制度の適正かつ健全な運営の確保に向け、介護サービス事業所に対する支援と
指導監督を行います。

● 介護人材の確保に向け、埼玉県と連携し、介護職を希望する人材の育成を図ります。

● 介護職の継続及び事業所での定着に向け、資格取得や業務負担の軽減に対する支援を行
うとともに、働きやすい職場環境の整備を促進します。

● 適正な要介護認定や適切なケアマネジメントの促進、介護報酬請求の適正化など給付の
適正化を図ります。

(3)持続可能な介護保険制度の運営

● 国民年金制度への理解を深めるため、制度の周知と啓発を図ります。

(4)国民年金制度の啓発

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状
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施 

策

施策の目指す姿 施策の成果指標

子育て家庭とそのこどもが地域の人に支えられ、

安心して子育て・子育ちができています。

子育て相談の件数地域子育て支援拠点の利用者数

45,500人

45,388人

350件

341件

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

66 67
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第2節 こどもが幸せに暮らせる、子育てしやすいまち



● こどもの居場所づくりや地域との交流、複雑化・多様化する相談への対応など、総合的にこども・子育て家庭を支
援する取組が必要です。

● 青少年の健全育成活動を促進するための環境整備が必要です。

狭山市こども計画

関連個別計画

●「狭山市こども計画」に基づき、「こどもまんなか社会」の実現に向け、様々なこども・子育て支援施策を実施し
ています。

● 地域における子育て支援の拠点として、総合子育て支援センターと子育てプレイス、地域子育て支援センターにお
いて、地域子育て支援拠点事業を実施しています。

● 児童館において、地域におけるこどもの居場所づくりと地域との交流の場として、様々な事業を実施しています。

● 毎月のおたよりの発行や狭山市子育てサイトなどを通じ、子育て支援の情報を発信しています。

● NPOや民間事業者、ボランティア団体による子育て支援ネットワークが整備され、連携や支援が行われています。

● 市民が主体となって青少年の健全育成活動が活発に行われています。

● 婚活セミナーの開催や出会いの場の提供など婚活支援を行っています。

施策の現状

● 関係機関と連携し、出会いや結婚、子育て、子育ちなどへの様々な支援を通じ、こども
や子育て家庭を社会全体で支える気運の醸成と少子化への対応を図ります。

● 地域の子育て支援団体の活動を支援するとともに、さやま子育て支援ネットワークによ
る団体間の連携の強化を図り、活動の広がりを促進します。

● さやま子育て支援ネットワークに属していない子育て団体を把握し、必要に応じた情報
提供などにより運営を支援します。

● 子育てする親とこどもが気軽に集い、子育ての相談や情報収集、仲間づくりなどができ
る、地域子育て支援拠点の充実を図ります。

● 多様化する保育ニーズに対応するための一時預かり保育や、全てのこどもの育ちを応援
するためのこども誰でも通園制度の充実を図ります。

● 地域で子育てサポートを行う人材の育成を図ります。

● 子育て家庭が抱える悩みを解消するため、子育てに関する情報の発信と相談体制の充実
を図ります。

● こどもの心身の健康を増進し情操を豊かにするよう、児童館で行っている様々な活動の
充実を図ります。

● 乳幼児から中高生まで、誰もが安心して利用できる居場所づくりや地域との交流の場と
して、児童館サービスの充実を図ります。

(1)こども・子育て支援のための気運の醸成

(2)こども・子育て支援サービスの充実

(3)子育て支援ネットワークの充実

● 青少年の健全育成の重要性を周知し、健全育成団体への協力や事業への参加を促進し
ます。

● 青少年の非行や犯罪の防止に向け、地域ぐるみで青少年を取り巻く社会環境を整えられ
るよう、健全育成団体の活動を支援します。

● 青少年が気軽に集い交流できる事業を推進します。

(4)青少年の健全育成活動の促進

主
な
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施策の課題

施策の現状

68 69

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
2
章
　
健
康
福
祉

第
2
章
　
健
康
福
祉

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜



仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援

施策の目指す姿

各種保育施設の活用と学童保育室の拡充による

待機児童の解消と、保育の質の確保・向上により、

保護者が安心して仕事と子育てができ、

こどもが健やかに育っています。

施策の成果指標

11

施 

策

学童保育室の待機児童数就学前保育施設の待機児童数

0人

16人

0人

119人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

70 71
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● 待機児童解消への取組や多様化する保育ニーズへの対応が必要です。

● 本市全体の保育と子育て支援の質の向上を図るため、公立保育所の機能の充実と施設の環境整備が必要です。

● 学童保育室として活用できる場所と人員の確保が必要です。

狭山市こども計画
公立保育所の今後の運営に関する基本方針

関連個別計画

● 待機児童の解消に向け、既存の教育・保育施設の活用や民間保育施設の整備などを促進
します。

● 地域の子育て支援の中心的役割を担う基幹型保育所を順次配置し、保育体制や相談機能
の充実を図ります。

● 公立及び民間保育所における安全・安心な保育環境の維持と向上に向け、適切な改修工
事や修繕などを計画的に推進します。

● 多様化する保育ニーズに適切に対応するため、延長保育を推進するとともに、発達に課
題のある児童や医療的ケア児の保育など、保育内容の充実を図ります。

● 就学前の教育・保育施設への入所を希望する子育て家庭に対し、保育コンシェルジュ を
活用し、保育サービスの円滑な利用に向けた相談支援を行います。

(1)就学前保育施設の整備と保育内容の充実

(2)入所相談体制の充実

● 学童保育室の安定的な運営と保育の質を確保するため、放課後児童支援員の育成を図り
ます。

● 入室児童数の増大などに対応するため、学童保育室の整備を推進します。

● 公立学童保育室における安全・安心な保育環境の維持と向上に向け、適切な設備の更新
や修繕を推進します。

(3)学童保育室の充実

※

● 就学前人口は減少傾向にある一方、女性の就業率の上昇などに伴って保育の申し込み件数は増加していることか
ら、令和2(2020)年度から令和6(2024)年度までに5箇所の認可保育所を開設し、待機児童の解消に向けて取り組
んでいます。

● 令和6(2024)年1月にいりそ次世代支援センターを開設し、入曽保育所を基幹型保育所 として配置し、地域の子育て
支援の充実に向けて取り組んでいます。

● 老朽化が進む公立保育所の保育環境を維持するため、計画的に改修などを行っています。

● 就学前の教育・保育や多様化する保育ニーズへの対応に向け、サービス提供体制の確保に取り組んでいます。

● 児童数は減少傾向にある一方、学童保育室の申し込み件数は増加していることから、公立学童保育室の整備拡充や
民間学童保育室の誘致により、待機児童の解消に向けて取り組んでいます。また、管理運営の充実を図るため、
一部の学童保育室に指定管理者制度 を導入しています。

※

※
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施策の課題

施策の現状
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自
立
支
援
の
推
進

ひ
と
り
親
家
庭
の

施策の目指す姿

ひとり親家庭が経済的に安定し、

親も子も安心して暮らしています。

12

施 

策

施策の成果指標

母子・父子自立支援プログラム策定の件数

15件

13件

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

74 75
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● ひとり親家庭に対し、児童扶養手当とひとり親家庭等医療費支給制度による経済面での支援や母子・父子自立支援
員による生活面・就労面などの相談対応、母子・父子自立支援プログラムの策定による就労支援、就職に有利な
資格取得を後押しする高等職業訓練促進給付金の支給などにより、自立を促進する支援を行っています。

狭山市こども計画

関連個別計画

● 児童扶養手当やひとり親家庭等医療費の支給などの経済的な支援を行います。

● ひとり親家庭の継続的な就労に向け、こどもが安心して過ごせる場やサービスの充実を
図ります。

● 安定した収入が得られるよう、母子・父子自立支援員による就労支援や養育費取得の支
援を行います。

● ひとり親家庭のニーズに応じた総合的な支援を行います。

(1)経済的支援と相談援助による自立支援の推進

● ひとり親家庭の経済的な安定と、多様化するニーズに対応するための支援の充実が必要です。

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状
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児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実

施策の目指す姿

13
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策

施策の成果指標

虐待防止に向けた地域や関係機関による支援のもとで、

子育て家庭が安全に暮らしています。

家庭児童相談の件数
支援が必要な家庭に対する関係機関連携会議
(個別ケース会議)の開催数

6,800件

6,953件

110回

79回

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

78 79
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● 支援が必要な家庭の見守りと支援を行う要保護児童対策地域協議会を設置し、児童相談所や民生委員・児童委員など
の関係機関で情報を共有し、見守りや支援の方針を協議し、児童虐待の未然防止と早期対応に取り組んでいます。

● オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンや各種講座の開催を通じ、虐待防止への意識の高揚に向けた啓発
活動を行っています。

● 支援が必要な家庭が居住地を移動した場合にも確実に情報を共有できるよう、本市と所沢市、飯能市、入間市、日
高市において、児童虐待防止に関する連携協定を締結しています。

狭山市こども計画

関連個別計画

● 児童虐待に対する正しい知識の普及、早期発見・早期対応と支援が必要な家庭への関係機関が連携したきめ細やか
な支援が必要です。

● 要保護児童対策地域協議会を中心に、地域の関係機関と連携し、支援が必要な家庭への
支援方針などの情報を共有し、児童虐待の発生予防を図ります。

● 児童虐待防止に向けた啓発活動を推進します。

● 児童虐待防止に関する連携協定を締結した5市による連携の強化を図るとともに、5市
間以外においても、情報共有・情報連携を図ります。

● こども家庭センターにおける母子保健と児童福祉の一体的実施機能を活かし、不安や悩
みを抱える子育て家庭に対する妊娠期からの切れ目のない支援を行うとともに、虐待へ
の予防的対応を行います。

● 関係機関との連携により、ヤングケアラーへの社会的認知度を高めるための周知・啓発
や個々の家庭の状況を踏まえた支援を行います。

(1)児童虐待防止対策の推進

(2)こども家庭センター機能による包括的支援

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状
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き
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い
づ
く
り
の
推
進

高
齢
者
の

施策の目指す姿
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施策の成果指標

高齢者も地域活動の担い手となって、

健康で生きがいを持って生き生きと暮らしています。

狭山市老人クラブ連合会で実施する行事への参加者数

1,290人

1,217人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

82 83
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第9期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

関連個別計画

● 高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って充実して暮らせるよう、健康づくりや仲間
づくりなどを目的とする事業への参加を促進します。

● 高齢者のニーズを的確に把握するとともに、活動団体を支援し、自主的な活動を促進し
ます。

(1)高齢者の生きがい活動への参加促進

● 高齢者が持つ豊かな知識や経験の地域社会での活用に向け、ボランティア活動や世代間
交流の一層の活性化を図り、社会参加を促進します。

● 高齢者自身が主たる担い手となって地域の課題を解決するための活動を行う団体を支援
します。

● 高齢者の就業機会の確保と地域社会への参加に向け、シルバー人材センターの運営を支
援します。

(2)高齢者自らで地域社会を担うための支援

● 高齢者の豊富な知識や経験を生かした地域での活動の促進と生きがいづくりの促進が必要です。

● 地域の高齢者を対象に、健康づくりや仲間づくりを目的として、健康体操やレクリエーションなどのサロン活動に
取り組んでいる団体を支援しているほか、高齢者の生きがいづくり活動への参加を促進しています。

● 地域とのつながりが薄れている一人暮らし高齢者などが増えていることから、高齢者団体などにおいては、自治会
への呼びかけや広報紙でのPRにより、一緒に活動する人を募っています。

● 高齢者がこれまで培った経験や技術を生かし地域社会で活躍できる場を提供する組織であるシルバー人材センター
の運営を支援しています。

主
な
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施策の課題

施策の現状
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地
域
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括
ケ
ア
の
推
進

施策の目指す姿
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策

施策の成果指標

医療や生活支援などのサービスが一体的に提供され、

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしています。

認知症サポーターの養成者数(平成20(2008)年度以降の累計)

16,700人

13,746人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

86 87
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第9期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

関連個別計画

● 住み慣れた自宅や地域で高齢者の生活を支えるため、地域包括ケアシステム の中心となる地域包括支援センターの
事業評価を通じた機能強化、介護予防・日常生活支援総合事業の実施、在宅医療と介護の連携、生活支援コーディ
ネーター と認知症地域支援推進員 の配置などに取り組んでいます。

● 地域包括ケアシステムの深化と安心して暮らすための支援体制の充実が必要です。

● 高齢者人口の増加に伴い、要介護認定者や一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、認知症高齢者などの増加が予
想されていることから、これまでの取組の一層の充実が必要です。

※

● 高齢者の多様なニーズに応じた相談対応や支援が行われるよう、地域包括支援センター
を中心に各種の相談機関と連携し、包括的な支援を行う体制の充実を図ります。

● 地域包括支援センターの運営が効果的・安定的に行われるよう、定期的な事業評価を行
うとともに、職員体制の強化を図ります。

● 地域の多様な関係者と協働し、困難事例についての検討や個別課題の解決事例の蓄積な
どにより、地域包括ケアシステムの深化を図ります。

● 多職種と連携し、要介護状態の重度化防止と生活の質(QOL)の向上を図るとともに、本
人の有する能力を生かしながら自立に向けた支援を行います。

● 保健と医療の連携による認知症予防を推進するとともに、認知症の早期発見・早期治療
に向け、疾患の進行に応じた適切な支援を行います。

● 認知症地域支援推進員と認知症初期集中支援チーム の活動内容を周知し、更なる活用を
促進します。

● 認知症に対する理解を促進し、認知症サポーターなどによる地域での見守りや支援の体
制づくりを推進するとともに、認知症の人の意思決定の支援や本人からの発信の支援を
行います。

● 認知症の人を介護する家族の不安や精神的な負担感の軽減に向け、情報発信による正し
い知識の普及を図るとともに、介護者同士の交流の場の充実を図ります。

(1)包括的支援体制の強化

(2)認知症施策の推進

● 医療と介護の両方を必要とする高齢者に対し、多職種協働により在宅医療と在宅介護を
一体的に提供できる体制の強化を図ります。

● 疾病や加齢などにより、医学的管理のもとで療養生活を送る高齢者や家族への支援体制
の充実を図ります。

(3)在宅生活継続支援の充実

● 高齢者の住み慣れた地域での居住の確保を支援するとともに、地域で安心して暮らして
いけるよう、在宅生活を支援するためのサービスの充実を図ります。

(4)高齢者が安心して暮らせる環境の整備

※

※ ※

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状

88 89

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
2
章
　
健
康
福
祉

第
2
章
　
健
康
福
祉

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜



介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

施策の目指す姿

質の高いサービスが安定的に供給され、

介護サービスの利用を必要としている人が

適切にサービスを受けることができています。

16

施 

策

施策の成果指標

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)待機者数

100人

227人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

90 91

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
2
章
　
健
康
福
祉

第
2
章
　
健
康
福
祉

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

第3節 高齢者が安心して暮らせるまち



第9期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

関連個別計画

● 拡大する介護ニーズへ対応するため、「狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、介護サービスに必
要な施設や事業所、サービス提供体制などの介護サービス基盤を計画的に整備しています。

● 要介護・要支援認定者の増加による介護ニーズの拡大への対応に向け、必要とする人が
必要なサービスを適切に利用できるよう、需要に応じたサービス基盤の計画的な整備を
推進します。

(1)介護サービスの充実

● 低所得者と心身障害者を対象としたサービス利用の負担軽減を図ります。

● 介護保険制度の仕組みや要介護認定の申請、サービスの正しい利用方法などに関する情
報を発信します。

(2)経済的負担の軽減と情報発信の充実

● 要介護・要支援認定者の増加に伴い、地域の実情に応じた介護サービス基盤の計画的な確保が必要です。

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状

92 93

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
2
章
　
健
康
福
祉

第
2
章
　
健
康
福
祉

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜



障
害
者
の
自
立
支
援
の
促
進
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施 

策

施策の目指す姿 施策の成果指標

障害の特性や生活状況に応じて適切なサービスが提供され、

障害者が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らしています。

第4節 障害の有無に関わらず自分らしく生活できるまち

障害児通所支援サービス利用者数障害福祉サービス利用者数

1,547人

1,194人

840人

645人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

94 95

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
2
章
　
健
康
福
祉

第
2
章
　
健
康
福
祉

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜



第6次狭山市障害者福祉プラン
狭山市こども計画

関連個別計画

● 障害者へのきめ細かな支援体制の充実と、相談支援事業所やサービス提供事業所などとの連携強化が必要です。

●「障害者福祉プラン」を策定し、障害者施策を計画的かつ継続的に推進しています。

● 障害者やその家族を総合的に支援していくため、専門の相談員を配置し、障害者相談を行っています。

● 障害の特性に応じた適切なサービスを利用できるよう、提供している障害福祉サービスの情報を発信しています。

● 生活の場であるグループホームの整備を促進しています。

● 障害者自らの意思で適切なサービスが選択できるよう、障害の特性に配慮した情報提供
体制の整備を推進し、サービスに関する情報を発信します。

● 相談支援事業所と連携し、適正な障害福祉サービスの利用を促進します。

● ライフステージに応じて複数のサービスを適正に結びつけることや切れ目ない支援を推
進するためのケアマネジメントの強化を図ります。

● 障害種別に関わらず、多様な相談を総合的に受けられる障害者相談支援体制の充実を図
ります。

● 総合支援コーディネーターの指導・助言により、相談支援専門員の資質の向上を図り
ます。

● 相談支援専門員によるサービス利用計画の作成とモニタリングを実施し、総合的かつ継
続的な相談支援体制の充実を図ります。

● 自立支援協議会において、地域課題の検討や情報の共有を図ります。

● 関係機関と連携し、家族などからの相談を必要なサービスにつなげるコーディネーター
を配置し、医療的ケア児など支援の充実を図ります。

● 障害者のニーズを的確に把握し、グループホームや通所施設などの施設整備を促進し
ます。

● 障害のある児童生徒の相談体制と支援体制の充実や、放課後などにおける居場所の充実
を図ります。

● 子育て支援施策や母子保健施策と連携し、多角的・専門的な視点を持った児童と家庭へ
の総合的な支援体制の整備を推進します。

● 発達に課題のある未就学児を対象とした個別的な療育や相談などによる児童や家族への
支援を行います。

(1)障害福祉サービスの利用促進

(2)障害者支援の充実

(3)相談支援体制の充実

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状

96 97

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
2
章
　
健
康
福
祉

第
2
章
　
健
康
福
祉

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜



障
害
者
の
社
会
参
加
の
促
進
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施 

策

施策の目指す姿 施策の成果指標

障害に対する深い理解と配慮のもと、障害者が就労や

文化・スポーツ活動などを通じ、社会に参加しています。

障害者就労支援センターの支援による就職人数

64人

58人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

98 99

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
2
章
　
健
康
福
祉

第
2
章
　
健
康
福
祉

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

第4節 障害の有無に関わらず自分らしく生活できるまち



第6次狭山市障害者福祉プラン
狭山市こども計画

関連個別計画

● 障害者の権利擁護や差別解消に向けた啓発活動を推進しています。

● 障害への理解促進に向けた事業「あいサポート運動」を実施し、共生社会の実現に向けて取り組んでいます。

● 社会参加と自立支援を推進するため、障害者就労支援センターを設置し、横断的な生活相談と就労相談を行ってい
ます。

● 障害者スポーツ事業の周知を行うとともに参加を促進しています。

● 狭山市福祉環境整備要綱に基づき、施設のバリアフリー化を推進しています。

● 障害者就労支援センターを拠点として、就労移行支援と就労定着支援を行います。

● 事業主や市民における障害者の就労についての理解を深め、就労機会の拡大を図ります。

● 福祉的就労の場で作られた製品を紹介するとともに、「国等による障害者就労施設等か
らの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)に基づき、積極的な
調達を図ります。

● 障害者が利用しやすいよう、公共施設や地域コミュニティ施設などのバリアフリー化を
推進します。

● ユニバーサルデザインに基づき、障害の有無に関わらず、全ての人が生活しやすい環境
づくりを推進します。

● 障害者が文化・スポーツ活動を通じ、様々な人との交流や社会参加ができるよう、活動
の周知とともに参加を促進します。

● 関係機関と連携し、障害者が制作した絵画や陶芸などの作品を広く紹介する場の確保の
充実を図ります。

(1)障害者の就労の促進

(2)障害者の文化・スポーツ活動などの推進

(3)公共施設などのバリアフリー化とユニバーサルデザインの推進

● 障害者の社会参加を促進するため、様々な機会を捉え、障害への正しい理解と権利擁護
や合理的配慮などについて周知します。

● 障害に対する理解と配慮ができる社会の実現に向け、あいサポート運動を実施します。

● 障害者週間において、パネル展やセミナー、当事者の活動や活躍についての発表会の実
施など、障害への理解を深めるための啓発活動を推進します。

(4)障害への理解を深めるための啓発

● 障害者の就労と社会参加への支援体制の充実と、障害者の権利擁護や生活のしづらさを解消するための合理的配慮
が必要です。

主
な
と
り
く
み

施策の課題

施策の現状

※

100 101

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
2
章
　
健
康
福
祉

第
2
章
　
健
康
福
祉

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
地
域
の
多
様
な
人
々
が
健
康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜



ま
ち
づ
く
り
の
推
進

コ
ン
パ
ク
ト
な

施策の目指す姿

駅の周辺に、都市機能が集積することにより、

まちが活性化し、市民が利便性の高い生活を送っています。

また、駅周辺以外の地域では、地域コミュニティ機能が

維持され、安心して暮らせる環境が整備されています。

19

施 

策

施策の成果指標

市街化区域における人口の割合(市街化区域内の人口÷市内総人口)

実績値以上

74.6％

成果指標名

実績値 令和2(2020)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

102 103

前期基本計画

第
3
章
　
都
市
基
盤

〜
便
利
で
快
適
な
都
市
空
間
を
形
成
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

第
3
章
　
都
市
基
盤

〜
便
利
で
快
適
な
都
市
空
間
を
形
成
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

第1節 魅力ある住みやすく便利なまち



●「狭山都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や、「第2次狭山市都市計画マスタープラン」に基づ
き、狭山市駅周辺を市の中枢拠点とし、また、入曽駅、新狭山駅、稲荷山公園駅の周辺地区を地域拠点として位置
付け、それぞれの地域にふさわしい都市基盤の整備や機能集積に取り組み、「コンパクト・プラス・ネットワー
ク」のまちづくりを推進しています。

● 狭山市駅周辺については、市街地再開発事業や土地区画整理事業が完了し、引き続き、駅周辺の活性化に取り組ん
でいます。

● 入曽駅周辺については、駅舎の橋上化とともに、東西自由通路や駅前広場の整備や複合型商業施設を誘致し、駅周
辺の賑わいづくりと安全で利便性の高いまちづくりを進めています。

● 新狭山駅周辺については、市街地の基盤が整備されている中で、良好な都市環境を活用したまちづくりを推進して
います。

● 稲荷山公園駅周辺については、博物館などの公共施設を整備していますが、残された国有地についても、「稲荷山
公園駅周辺基地跡地利用計画」に基づき、検討を進めています。

● 駅周辺以外の地域については、「第2次狭山市都市計画マスタープラン」に基づき、各地域の特性を生かしたまち
づくりを推進しています。

● 人口減少による市街地の低密度化に対応するため、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方のもと、中枢
拠点(狭山市駅周辺)や地域拠点(入曽駅周辺、新狭山駅周辺、稲荷山公園駅周辺)の役割や特性に応じた都市機能の
集積や都市基盤の整備が必要です。

● 駅周辺以外の地域では、それぞれの地域特性を生かし、安心して暮らせる豊かなコミュニティの維持・活性化が必
要です。

第2次狭山市都市計画マスタープラン
稲荷山公園駅周辺基地跡地(留保地・未処分用地)利用計画
狭山市地域公共交通計画

狭山市立地適正化計画

関連個別計画

● 市民や事業者などと連携・協働しながら、「第2次狭山市都市計画マスタープラン」や、
「狭山市立地適正化計画」に基づくまちづくりを推進します。

● 中枢拠点(狭山市駅周辺)については、本市の中心的な拠点として、商業、業務、文化な
どの多様な都市機能の誘導や集積を進め、交通結節機能の強化や魅力的な街並み形成
を進めるとともに、入間川に至る空間を連続的に捉え、回遊性のある都市空間の形成
を推進します。

● 中枢拠点の整備・拡充に向け、駅に近接する地区の土地利用転換を推進します。

(1)市民や事業者などと進める計画的なまちづくり

(2)中枢拠点の整備

● 地域拠点(入曽駅周辺、新狭山駅周辺、稲荷山公園駅周辺)については、市民の生活の利
便性を高めるとともに、交通の拠点形成を図ります。

● 入曽駅周辺については、市南部の地域拠点として、引き続き安全で利便性の高いまちづ
くりを推進します。

● 新狭山駅周辺については、良好な都市環境を活用したまちづくりを推進します。

● 稲荷山公園駅周辺については、基地跡地の有効活用や、県営狭山稲荷山公園をはじめと
した既存の公共施設や文教施設を活かしたまちづくりを推進します。

(3)地域拠点の整備

● 駅周辺以外の地域については、地域の特性を生かし、安心して暮らせる豊かなコミュニ
ティの維持・活性化に向けた環境整備を進めます。

(4)駅周辺以外の地域の整備

施策の現状

施策の課題

主
な
と
り
く
み

第5次狭山市総合計画

前期基本計画
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ー
ク
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築

施策の目指す姿

駅などの拠点を結ぶ道路ネットワークの構築により、

交通の利便性が向上し、

快適な道路環境が確保されています。
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施 

策

施策の成果指標

都市計画道路の整備率

74.2％

72.5％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

前期基本計画
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第2次狭山市都市計画マスタープラン
狭山都市計画道路整備計画

関連個別計画

● 本市は、東西を国道16号、南北を東京狭山線により、骨格を成す幹線道路が整備されていますが、交通渋滞などの
課題もあり、都市計画道路を中心とした幹線道路などの整備に取り組んでいます。

● 令和4(2022)年度には、笹井柏原線が開通したことにより、首都圏中央連絡自動車道狭山日高インターチェンジへ
のアクセスが向上しています。また、笹井柏原線に続く都市計画道路として、狭山市駅加佐志線、入間川入曽線
の整備を進めています。

●「狭山都市計画道路整備計画」に基づき、狭山市駅加佐志線や入間川入曽線の整備を推
進し、周辺地域の土地区画整理事業の整備効果を高めます。また、次期整備路線の事
業化に向けた検討を進め、土地利用転換構想の推進に寄与する路線などの整備を推進
します。

● 県が整備の主体となる都市計画道路については、市が整備する都市計画道路の施行に併
せた道路ネットワークの形成について連携して取り組みます。

(1)都市計画道路の整備

● 駅周辺などの拠点及び都市計画道路を補完する一般市道の整備を推進し、利便性や安全
性の向上を図ります。

(2)都市計画道路などを補完する一般市道の整備

● 駅などの拠点を結ぶ道路ネットワークの構築に向け、地域内幹線道路の計画的な整備が必要です。

施策の課題

施策の現状

主
な
と
り
く
み

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
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都
市
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施策の目指す姿
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策

施策の成果指標

まちづくりと連携した持続可能な

地域公共交通ネットワークの構築により、

誰もが移動しやすい交通手段が提供され、

交通の利便性が向上しています。

市内循環バス「茶の花号」の収支率

14.5％以上

14.1％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
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章
　
都
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基
盤

〜
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狭山市地域公共交通計画
第2次狭山市都市計画マスタープラン
狭山市立地適正化計画

関連個別計画
● 市内では、鉄道は西武新宿線及び西武池袋線の2路線4駅があり、鉄道事業者に対し、利便性の向上に向けた輸送
力の強化や他線への乗り継ぎ改善を要請しています。

● 市内では、狭山市駅を中心としてバス事業者が各地域に向けて放射状に路線バスを運行しており、それを補完する
役割として、市内循環バス「茶の花号」を運行しています。

● 公共交通空白地域への対応のため、令和4(2022)年10月から、「ほりかねデマンドバス」の実証運行を開始しま
した。

● 公共交通利用者の減少や公共交通に関わる労働力不足が深刻な課題となっており、狭山市地域公共交通活性化協議
会において、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けた検討を進めています。

● 人口減少に伴う公共交通利用者の減少に対応するため、公共交通サービスの維持・確保に向けた取組の推進
が必要です。

● 持続可能な地域公共交通ネットワークの構築に向け、高齢者などの交通弱者の交通手段の確保や、公共交通
空白地域への対応が必要です。

● 交通事業者との連携を強化し、鉄道や路線バスの維持・確保を図ります。

● モビリティマネジメントの推進やバス待ち環境の整備、デジタル技術を活用した公共交
通情報の収集・提供・発信などにより、公共交通の利用促進を図ります。

(1)公共交通サービスの維持・確保と利用促進に向けた環境づくり

● まちづくりと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの構築に向け、効果的・効
率的な市内循環バス「茶の花号」の運行を推進するとともに、地域の実情に合わせた新
たな地域公共交通の導入を推進します。

(2)持続可能な地域公共交通ネットワークの構築

施策の課題

施策の現状

主
な
と
り
く
み
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第
3
章
　
都
市
基
盤

〜
便
利
で
快
適
な
都
市
空
間
を
形
成
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

第
3
章
　
都
市
基
盤

〜
便
利
で
快
適
な
都
市
空
間
を
形
成
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

112 113



計
画
的
な
土
地
利
用
転
換

施策の目指す姿
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策

施策の成果指標

土地利用転換構想地区に、都市の活力向上に資する、

商業・医療などの都市機能や工業などの産業機能の集積が

進んでいます。

土地利用転換構想地区における整備面積(令和6(2024)年度以降の累計)

25.9ha

0ha

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

前期基本計画
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● 狭山工業団地拡張地区基盤整備事業により、上広瀬西久保地区と柏原鳥之上地区に企業が進出し、操業を開始して
います。

● 首都圏中央連絡自動車道狭山日高インターチェンジ周辺地域などについては、「狭山市都市計画法に基づく開発許
可等の基準に関する条例」に基づき、産業系の区域を指定するとともに、狭山工業団地拡張地区に引き続き、新た
な工業・流通拠点の拡張に向けて取り組んでいます。

● 狭山市駅東口に位置する土地利用転換構想地区については、都市計画道路の整備と並行し、都市機能や産業機能の
集積に向けた土地利用転換について、検討を進めています。

● 中枢拠点の一部である狭山市駅東口土地区画整理事業区域及び国道16号に隣接する入
間川地区においては、その立地特性を生かし、都市計画道路の整備に併せ、農地や自
然環境にも配慮しながら、主に、商業、医療、福祉などの都市機能の立地による中枢
拠点の拡充形成を推進します。

● 中枢拠点の東側に隣接する入間川地区においては、都市計画道路の整備に併せ産業機能
などを視野に入れた土地利用転換を推進します。

● 狭山日高インターチェンジ周辺地域は、その立地特性を生かし、狭山工業団地の東西へ
の拡張に続き、更なる工業系の土地利用転換を推進します。

(1)中枢拠点の拡充に向けた土地利用転換の推進

(2)工業系の土地利用の転換の推進

● 中枢拠点である狭山市駅周辺や、広域的な交通利便性の高い狭山日高インターチェンジ周辺地域において、それぞ
れの立地特性を生かした土地利用の推進が必要です。

第2次狭山市都市計画マスタープラン
狭山市立地適正化計画

関連個別計画

施策の課題

施策の現状

主
な
と
り
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み
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策

施策の目指す姿 施策の成果指標

市民や事業者などとの連携・協働により、

良好な景観と快適な居住環境を備えたまちづくりが

進んでいます。

新築住宅における長期優良
住宅などの認定割合

空家等除却補助金交付制度などの活用による
空き家の解消棟数(令和6(2024)年度以降の累計)

255棟

45棟

36％

31.3％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

前期基本計画
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● 良好な景観を保全するため、「埼玉県景観条例」により、一定規模を超える建築物に係る色彩などについて、必要
な指導・監督を行っています。

● 「狭山市空家等対策計画」に基づく適正管理の推進のほか、空き家の解消に向けた空家等除却補助制度の創設によ
る土地活用の推進や、空き家の利活用に関する各種情報発信を行っています。

● 智光山公園をはじめとする規模の大きな総合公園や入間川河川敷を有効活用した公園などが整備されており、市民
の憩いの場、やすらぎの場やスポーツ・レクリエーションの場として利用されています。また、市内各所に小規模
な公園が整備され、主に地域の活動の場として利用されています。

● まちづくりへの市民の理解と協力とともに、良好な都市環境の形成が必要です。

● 新たな空き家が発生する前の予防的な対策として、所有者に対し、積極的に利活用や除却後の土地活用に係る情報
発信が必要です。

● 公園利用者のニーズの変化や施設の老朽化に対応するため、施設の更新や機能の充実のほか、適切な管理が必要
です。

第2次都市計画マスタープラン
第2次狭山市空家等対策計画
第2次狭山市緑の基本計画

関連個別計画

● 地域の特性に応じた環境、景観の形成に向け、市民の理解と協力のもとに、地区計画な
どの活用により、良好な環境の整備や保全を図ります。

●「都市計画法」や「狭山市宅地等の開発に関する指導要綱」に基づき、開発行為の適正
な指導や誘導を行い、良好な環境の備わった市街地の形成を図ります。 

● 長期優良住宅などの、耐久性や省エネルギー性能の高い住宅の普及・促進に向けた啓発
活動を推進します。

● 民間企業との連携による住宅の確保が困難な人に対する住宅セーフティーネットの構築
を推進し、適切な住宅戸数の確保と供給に取り組みます。

● 空き家の利活用及び除却後の土地の利活用を促進する取組の検討を進めるとともに、空
き家の除却補助金交付制度の普及・促進を図ります。

● 駅前広場や規模の大きな公園、公共施設などは、景観に配慮し、良好な都市景観の形成
を図ります。

● 市民や事業者などと協働して、地域景観に配慮した屋外広告物の設置などを適正に誘導
します。

(1)良好な住環境の形成

(2)都市景観の形成、保全

(3)空き家の利活用及び除却後の土地の利活用の促進

● 公園は、市民の憩いとやすらぎの場やスポーツ・レクリエーション活動の場として、ま
た、こどもたちが安心して遊べる場として、施設の更新や機能の充実など、整備を推進
するとともに、定期的な点検や改修を行い、適切な管理を推進します。

● 地域住民との協働による公園の管理運営を推進します。

● 智光山公園については、利用者ニーズを踏まえながら、新たな賑わいの創出に向けた利
活用を図ります。

(4)公園の整備と適切な管理の推進

施策の課題

施策の現状

主
な
と
り
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み
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理

施策の目指す姿

市民が安心して暮らすことができるよう、

空き家やマンション、市営住宅などが

適正に管理されるとともに、市内建築物の耐震化が進み、

災害に強いまちづくりが進んでいます。
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施 

策

施策の成果指標

「狭山市市営住宅等長寿命化計画(改訂)」に
基づく改修棟数(令和5(2023)年度以降の累計)

認定制度により認定を受けたマンション
の棟数(令和6(2024)年度以降の累計)

97棟

0棟

12棟

2棟

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画
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● 空き家の所有者やマンションの管理組合に対し、適正な管理への継続的な働きかけが必要です。

● 市営住宅の老朽化が進むなか、適正な戸数を維持するため、建物の計画的な管理・改修が必要です。

● 今後発生が想定される地震に備え、引き続き、住宅などの民間建築物の耐震化率の向上が必要です。

第2次狭山市空家等対策計画
狭山市マンション管理適正化推進計画
第2次狭山市市営住宅等長寿命化計画(改訂)
狭山市建築物耐震改修促進計画

関連個別計画

● 空き家の発生を防止するため、市民などへの適切な意識啓発を図るとともに、管理不全
な空き家などについては、所有者に対し、助言や指導などの適切な対応を図ります。

● マンション管理計画認定制度に関するセミナーの開催や、専門家の派遣制度などの新た
な支援制度の検討を進めるなど、マンション管理組合に対する支援を行います。

●「第2次狭山市市営住宅等長寿命化計画(改訂)」に基づき、社会資本整備総合交付金を
活用し、建物の適切な管理・改修事業を実施し、長寿命化を図ります。

(1)住宅団地などの適正管理の促進

(2)市営住宅の長寿命化

● 地震から市民の生命・財産を守り、災害に強いまちづくりを推進するため、住宅などの
建築物の耐震診断および耐震改修の支援を行い、耐震化を促進します。

● 建築物などの定期報告制度を活用し、建築物の適切な維持管理を図り、建物利用者や居
住者などに対する安全性の向上を図ります。

(3)住宅などの安全性の確保

●「狭山市空家等対策計画」に基づき、そのまま放置すれば倒壊などの保安上危険となるおそれのある空き家などの
発生を抑制するため、空き家の所有者に対する助言や指導などを行っています。

●「狭山市マンション管理適正化推進計画」に基づき、管理組合に対し、マンション管理認定制度の認定取得を促す
など、マンション管理の適正化を推進しています。

● 市営住宅については、「第2次狭山市市営住宅等長寿命化計画(改訂)」に基づき、計画的な管理・改修事業の実施に
より、適切な管理に努めています。

● 住宅などの民間建築物の耐震化率の向上を図るため、無料耐震相談会の開催や補助制度の周知などを行っています。

施策の課題

施策の現状

主
な
と
り
く
み

写真：市営住宅「鵜ノ木団地」

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
3
章
　
都
市
基
盤

〜
便
利
で
快
適
な
都
市
空
間
を
形
成
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

第
3
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都
市
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盤

〜
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利
で
快
適
な
都
市
空
間
を
形
成
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜
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集中豪雨や大型台風などによる浸水被害が軽減され、

安全な生活環境が確保されています。

施策の目指す姿

25

施 

策

施策の成果指標

雨
水
対
策
の
推
進

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

雨水貯留施設の設置数
(平成12(2000)年度以降の累計)

雨水浸透施設の設置数
(平成12(2000)年度以降の累計)

778基

628基

475基

349基

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
3
章
　
都
市
基
盤

〜
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で
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な
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市
空
間
を
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づ
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〜
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● 住宅などへ雨水の浸透や貯留するための施設の設置の推進が必要です。

● 河川などのいっ水被害の軽減のため、計画的な改修が必要です。

● 近年の集中豪雨による浸水被害を軽減するための対策が必要です。

● 雨水の流出抑制を推進するため、開発行為などの際に、雨水の流出抑制施設の設置指導や、雨水の浸透・貯留施設
の普及を進めています。

● 自然災害の頻発化・激甚化に伴う、集中豪雨や大型台風などによるいっ水被害の軽減を図るため、入間川や不老川
においては、河川管理者である県に改修の要望をするとともに、市で管理する河川や水路の他に、調整池などの維
持管理を行っています。

● 局所的な豪雨や想定を上回る量の降雨により、内水氾濫による浸水のリスクが増加していることから、浸水想定区
域図の作成を進めています。

● 開発行為などに対し、雨水の流出抑制施設の設置指導を行います。

● 住宅に降った雨水を浸透させる施設や貯留する施設の設置への支援を行い、雨水の流出
を抑制し、雨水の有効利用の促進を図ります。

● 浸水想定区域図に基づき、水害リスク情報の充実を図るとともに、計画的な雨水管など
の整備に向けた検討を進めます。

● 市で管理する久保川や水路のいっ水被害の軽減や緩和を図るため、調節池の整備を推進
するとともに、既存の調整池などの老朽化対策を推進します。

● 県で管理する入間川や不老川の改修や調節機能の向上について、流域市町と連携し、関
係機関へ要請します。また、関係課と連携していっ水被害などの緩和を図ります。

(1)雨水浸水対策の推進

(2)河川などのいっ水対策の推進

関連個別計画

施策の課題

施策の現状

主
な
と
り
く
み

写真：整備中の久保川調節池・調整池

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
3
章
　
都
市
基
盤

〜
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道
路
環
境
の
維
持
・
保
全

安
全
で
快
適
な

施策の目指す姿

26

施 

策

施策の成果指標

道路の計画的な維持管理により、車両や歩行者の通行の

安全性や快適性が向上しています。

また、放置自転車対策などにより、

良好な道路環境が確保されています。

舗装の修繕工事の延長(令和4(2022)年度以降の累計)

17.5km

5.5km

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
3
章
　
都
市
基
盤

〜
便
利
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な
都
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● 道路の安全性や利便性の向上に向け、道路環境の維持・保全に取り組むとともに、歩行空間を確保するため、交差
点の改良に併せ、通学路などに指定されている歩道を整備しています。

● 道路については、定期点検や、舗装の状態に応じた修繕を行うなど、長寿命化を図っています。

● 橋りょうについては、定期点検の結果を基に、計画的に予防的修繕を行い、長寿命化を図っています。

● 道路環境については、道路パトロールを実施し、不具合箇所を早期に発見し、修繕を行うとともに、電柱などに貼
られている違反広告物を除却し、景観の美化に努めています。

● 放置自転車対策については、市内4駅周辺に市営自転車駐車場を設置するとともに、各駅周辺に指導員を配置し、
自転車の駐車指導や誘導を行っています。

● 令和7(2025)年度から、道路施設の維持管理について、民間活力を導入し、道路施設の機能維持を図っています。

狭山市道舗装修繕計画
橋梁長寿命化修繕計画

関連個別計画

● 歩道の整備や交差点の改良工事を推進します。

● 都市計画道路や緊急輸送道路などの重要な路線及び橋りょうについて、点検・調査など
の作業のデジタル化や効率化を進め、計画的な修繕を行い、長寿命化を図ります。 

● 道路施設については、日常的な維持管理を一括して行う包括的民間管理委託により、民
間活力を導入することで良好な状態に保ち、市民サービスの向上や維持管理費の削減を
図り、併せて違反広告物を除却し、通行の安全と良好な景観の維持を図ります。

(1)計画的な道路環境の維持・保全

● 歩行者や自転車の通行の安全性及び利便性を確保するため、歩道や歩行者のたまり空間
などの整備を推進するとともに、自転車通行空間の整備を推進します。また、都市景観
に配慮し、歩道における緑の保全を図ります。

(2)歩行者や自転車の通行空間の確保

● 自転車の放置に対し、自転車駐車場の案内や駐車指導などを行うとともに、市営自転車
駐車場の維持管理を行います。

(3)放置自転車対策の推進

● 道路の通行区分における安全性の確保や、道路や橋りょうなどの計画的な維持管理が必要です。

施策の課題

施策の現状

主
な
と
り
く
み

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
3
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都
市
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災害に強く、安全・安心な水が

いつでも供給されているとともに、

快適な生活環境が保たれています。

施策の目指す姿

27

施 

策

施策の成果指標

安
全
で
安
定
し
た
上
下
水
道

※ ※
下水道事業の有収率
(下水道年間有収水量÷年間汚水処理量)

水道事業の有収率 
(水道年間有収水量÷年間配水量)

92.2％以上

91.6％

84.3％以上

80.7％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
3
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都
市
基
盤

〜
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● 市民生活に欠くことのできない水道水の安全性を確保するため、「狭山市水道水質検査計画」を策定し、水源から
給水栓までの水質を総合的に管理し、安全で良質な水道水を供給しています。

● 災害による被害の最小化と迅速な復旧を目的に、「第2次狭山市水道ビジョン」に基づき、浄配水場及び管路の耐
震化及び更新に取り組むとともに、災害時に備えた応急給水訓練を行っています。

●「狭山市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、下水道施設の調査及び老朽化対策(工事)を推進しています。

●「狭山市下水道総合地震対策計画」に基づき、下水道施設の耐震診断及び耐震化対策(工事)を推進しています。

● 水道事業の経営基盤の強化に向け、管路の更新や人工衛星を使った漏水調査を行うなど、有収率の向上に努めてい
ます。また、下水道事業の経営基盤の強化に向け、汚水管に不明水が浸入する原因を調査し、改築などを実施する
ことで、有収率の向上に努めています。

● 水道事業、下水道事業ともに、人口減少や節水意識の高まりなどにより料金収入が減少傾向にあることから、
サービスの安定的な提供体制を確保するため、事業費の平準化や業務の効率化に取り組み、支出の削減に努め
ています。

関連個別計画

● 上下水道施設の災害対策や老朽化対策を推進するとともに、危機管理体制の維持が必要です。

● 事業を安定的に継続するため、業務の効率化や計画的な財源確保による経営基盤の強化が必要です。

第2次狭山市水道ビジョン
狭山市水道水質検査計画
狭山市下水道ストックマネジメント計画

第2次狭山市水道事業経営戦略計画
第2次狭山市下水道事業経営戦略計画
狭山市下水道総合地震対策計画

● 良質な水道水を維持するために、水質管理を適切に行い、水源の適正な保全管理に努
め、水道水の安全性を確保します。

● 老朽化した水道施設の更新を計画的に推進します。

●「狭山市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、下水道施設の点検・調査・更
新を計画的に推進します。

● 応急給水施設や設備の適正な管理を推進するとともに、災害時に備えた応急給水訓練を
行います。

● 水道施設が大規模地震により被災し、機能停止となるなどのリスクを回避するため、耐
震化を推進します。

● 病院や避難所など重要施設の流下機能を確保するため、「狭山市下水道総合地震対策計
画」に基づき、下水道管路の耐震診断及び耐震化を推進します。

(1)安全で良質な水の供給

(2)災害対策の推進

(3)施設の機能維持

● 上下水道事業の安定的な経営に向け、人工衛星などを使った漏水調査や老朽管の更新を
推進するとともに、汚水管への雨水の浸入防止のための調査及び改築を計画的に実施
し、有収率の維持・向上を図ります。

(4)経営基盤の強化

施策の課題

施策の現状

主
な
と
り
く
み

第5次狭山市総合計画

前期基本計画
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雇
用
機
会
の
拡
充

多
様
な
働
き
方
の
支
援
と

施策の目指す姿 施策の成果指標

市内で就労を希望する人々が勤労の機会を得ることが

できているとともに、働く人のライフステージや

個々のニーズにあった働き方が実現されています。

28

施 

策

就労支援セミナー・相談会の参加者数

780人

630人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
4
章
　
産
業
経
済

第
4
章
　
産
業
経
済

138 139
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主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題

● 働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、生産性や従業員満足度を向上さ
せる環境づくりを支援しています。

● 中小企業・小規模企業で働く勤労者や事業主の福利厚生の充実に向けた活動を支援しています。

● 産業労働センターにおいて、就労に関する相談対応やハローワークと共催での合同就職面接会などを行っているほ
か、求職者に必要な知識・技能の向上に向けた講座などを開催しています。

● ライフステージや個々のニーズにあった多様な働き方への支援とともに、更なる雇用機会の拡充や人材育成・能力
開発の促進が必要です。

● 事業所における誰もが働きやすい環境の整備を促進するとともに、ワーク・ライフ・バ
ランスの実現などに向けた情報提供と啓発を図ります。

● 各種福利厚生サービスの提供などにより、中小企業・小規模企業で働く勤労者の福利厚
生の充実を図ります。

● 産業労働センターを中心に、多様なニーズに対応した就職相談や就職支援セミナー、
ハローワークとの合同就職面接会などにより、幅広い求職者の雇用機会の拡充を図り
ます。 

● サヤマ・ジョブマーケットなど、企業を知る機会の少ない就職を希望する高校生が、多
くの市内企業から直接説明を聞くことのできる場を提供し、雇用機会の拡充を図るとと
もに、職住近接を促進します。

(1)働きやすい環境や福利厚生の充実

(2)雇用機会の拡充

● 各種労働講座や技能習得、デジタル人材育成のための講習会などの開催情報を発信し
ます。

● 求職者に必要な知識・技能を向上に向け、リスキリングなど社会情勢を捉えた就職支援
セミナーなどを開催します。

(3)人材育成・能力開発の促進

関連個別計画

140 141

第5次狭山市総合計画

前期基本計画
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事
業
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の
育
成

新
た
な
企
業
・

29

施 

策

施策の目指す姿

企業の立地による産業集積や創業・起業・事業拡大

などにより、企業・事業者の活動が活発化し、

新たな雇用が創出されています。

施策の成果指標

創業件数(令和6(2024)年度以降の累計)

134件

14件

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度
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主
な
と
り
く
み

施策の現状

施策の課題

● 首都圏中央連絡自動車道狭山日高インターチェンジ周辺地域などにおいて企業誘致を進め、製造業や流通業などの
企業の立地が進んでいます。

● 新たに市内へ進出しようとする企業に対し、立地を促進するとともに、新たな分野の開拓などに取り組む中小企
業・小規模事業者・起業家などに対し、各種セミナーの開催や施設提供などによる支援を行っています。

● 産業用地の確保に向けた土地利用転換の推進や市内への立地を希望する企業に対する相
談支援により、積極的な企業誘致を推進します。

● 狭山市ビジネスサポートセンターを中心に、狭山商工会議所や関係機関と連携し、各種
セミナーの開催や施設提供などにより、新たな製品やサービスの研究・開発に取り組む
中小企業・小規模事業者、起業家などの育成を図ります。

● 狭山市ビジネスサポートセンターの専門相談員による伴走型のビジネスコンサルティン
グを通じ、中小企業・小規模事業者の売上拡大や起業家の創業などを支援します。

(1)企業誘致の推進

(2)創業・起業・事業拡大の支援

● 一層の産業集積に向け、産業用地の確保とともに、積極的な企業誘致の推進が必要です。

● 中小企業・小規模事業者、起業家などへの創業・起業・事業拡大の支援が必要です。

関連個別計画

写真：創業セミナー
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地
域
産
業
の
支
援
の
充
実
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策

施策の目指す姿

中小企業・小規模事業者の経営が安定し、

業種間の枠を超えた交流などが進み、

地域経済が活性化しています。

施策の成果指標

狭山市ビジネスサポートセンター業務の
相談者のリピーター割合

狭山市ビジネスサポートセンター業務の
延べ相談件数(令和元(2019)年度以降の累計)

16,000件

8,214件

実績値以上

90.4％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度
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主
な
と
り
く
み

● 中小企業・小規模事業者に対する国や県の各種支援メニューの利用を促進するため、情報提供などを行っています。

● 中小企業・小規模事業者の経営安定化と発展のため、制度融資の斡旋をはじめ、人材育成や狭山市ビジネスサポー
トセンターによる経営相談などを行っています。

● 円滑な事業承継を進めるため、関連機関と連携したセミナーの開催や相談対応を行っています。

● 市内での温室効果ガス排出量の半数を占める産業部門の脱炭素化を促進するため、温室効果ガス排出量の削減対策
や省エネ、生産性向上に向けた取組を支援しています。

施策の現状

施策の課題

第3次狭山市環境基本計画

関連個別計画

● 中小企業・小規模事業者が抱える課題の解決に必要な支援制度の充実や活用を促進するとともに、産業労働セン
ターを拠点とした交流・連携の場づくりが必要です。

● 狭山市ビジネスサポートセンターを中心に、狭山商工会議所や関係機関と連携し、中小
企業・小規模事業者への情報提供や経営相談、人材育成、各種融資制度の利用促進など
の支援の充実を図ります。

● 中小企業庁などが発信する支援メニューの利用促進に向け、中小企業・小規模事業者が
情報を取得しやすい環境づくりを推進します。

● 狭山市ビジネスサポートセンターを中心に、埼玉県よろず支援拠点 や関係機関と連携
し、円滑な事業承継に向けた支援の充実を図ります。

(1)中小企業・小規模事業者の経営安定化支援

(2)円滑な事業承継への支援

● 中小企業・小規模事業者の生産性向上など、稼ぐ力の強化に向けた支援の充実を図るこ
とで、併せて産業部門の脱炭素化も促進します。

(3)稼ぐ力の強化と脱炭素化の促進

● 産業労働センターを中心に、中小企業・小規模事業者が業種間の枠を超え、新たな価値
を創造できるよう、異業種間交流などを促進します。

(4)産業支援機能の強化

※
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地
域
商
業
の
活
性
化
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策

施策の目指す姿

商店街や商業者への必要な支援策により、

消費が喚起され、地域商業が活性化しています。

施策の成果指標

商業者などの自主的な活動の実施件数

15件

13件

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度
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施策の課題

施策の現状

● 商店街の共同施設維持管理や商店街・商業者が主体となったマルシェなどのイベント活動を支援しています。

● 狭山市ビジネスサポートセンターを中心に、狭山商工会議所と連携し、販路の拡大や新商品の開発、情報発信など
の相談対応を通じ、商業者を支援しています。

● 地域と連携して取り組んでいる商店街や商業者のイベントなどの活動を支援し、商店街
の活性化や賑わいの創出を図ります。

● 商店街の空き店舗の利活用への支援により、商店街の活性化を図ります。

● 地域の実情に応じた商店街における施設の修繕や整備の支援などにより、安心して買い
物を楽しめる環境づくりを促進します。　　

● 狭山商工会議所と連携し、商業者に対し、国や県の支援制度や融資・税務などに関する
相談などの活用を促進するとともに、新規出店に必要な支援の充実を図ります。

● 狭山市ビジネスサポートセンターを中心に、商業者の抱える様々な経営課題の解決や売
上拡大に向けた支援策の充実を図ります。

(1)商店街の活性化支援

(2)商業者の経営支援

● 大型商業施設などと地域との連携した取組の推進により、地域商業の持続的な成長を図
ります。

(3)大型商業施設などと地域との連携

● 商店街の活性化や商業者への支援の充実を図るとともに、安心して買い物を楽しめる環境づくりが必要です。

関連個別計画

主
な
と
り
く
み
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工
業
の
活
性
化
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策

施策の目指す姿

工業地域の環境整備や活動への支援により、

企業活動が活発化するとともに、企業の研究開発力などが

向上し、競争力が高まっています。

施策の成果指標

製造品出荷額等

13,500億円

13,023億円

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度
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施策の課題

施策の現状

● 企業活動が円滑に行えるよう、中小企業・小規模事業者が抱えている様々な課題の解決のため、狭山商工会議所や
一般社団法人首都圏産業活性化協会の専門相談員による経営支援相談を行っています。

● 高校新卒人材を欲する企業と企業を知る機会の少ない高校生がマッチングする機会を創出するサヤマ・ジョブマー
ケットを開催しています。

● 工業会などと連携し、既存の工業地区やその周辺で工業地としての立地条件を備えた地
区について、企業活動が円滑に行える環境整備を図ります。

● サヤマ・ジョブマーケットなどによる企業PRや人材確保のほか、専門相談員による適
切な指導や情報提供、資金的支援など、企業の安定した経営を持続するための支援の
充実を図ります。

● 中小企業・小規模事業者の競争力や研究開発力などの向上のため、企業間や産学官の交
流を促進します。

(1)工業地域の環境整備

(2)工業活動への支援

● 工業地域周辺の環境整備に加え、人材や資金の確保など安定した経営の支援とともに、競争力の向上に向けた研究
開発などへの支援が必要です。

関連個別計画

主
な
と
り
く
み

写真：サヤマ・ジョブマーケット
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農
業
の
活
性
化

施策の目指す姿 施策の成果指標

農業の担い手の確保や農用地の有効活用などにより、

農業経営が安定し、高品質で安全・安心な農産物が

供給され、消費が拡大しています。

33

施 

策

※
「地域計画 」における「農業を担う者」に対する市内の農用地の集積率

38％

20％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度
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施策の課題

施策の現状

狭山農業振興地域整備計画
地域計画

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(農業基本構想)

関連個別計画

● 食育や食の安全に対する意識の高まりにより、安全・安心な農産物や地産地消が求められていることから、有機
100倍農業推進事業や環境にやさしい農業推進事業など環境に配慮した農業の取組を支援しています。

● 地場農産物である里芋・枝豆などは、首都圏の市場から高い評価を受けており、農産物に付加価値をつけて販売す
る取組が行われています。

● 古くからの特産物である狭山茶について、商品開発や各種イベントにおけるPRなどにより、「狭山市産狭山茶」の
周知に取り組んでいます。

● 認定農業者 を中心に、農用地の利用集積や先進的技術の導入などを含む生産方式、経営管理の合理化を促進してい
ます。

● 農業施設などの整備により生産性の向上や経営の近代化を促進しています。

● 農業の担い手の確保や農用地の有効活用など、農業経営の安定化へ向けた一層の支援が必要です。

● 地場農産物のPRや地産地消の推進など、更なる消費拡大へ向けた取組が必要です。

※

● 国の「みどりの食料システム戦略」などを通じ、農薬や化学肥料の使用を抑える環境負
荷低減への取組を促進します。

● JAいるま野が運営する里芋等選果施設を通じ、市の代表的な農産物である里芋などの出
荷の省力化と選別作業の高度化により農作業の負担を軽減し、更なる生産力の向上を促
進します。

● 狭山市茶業協会と連携し、各種イベントへの参加などにより「狭山市産狭山茶」のPR
を推進します。また、狭山茶を使用した商品のPRにより、狭山茶ブランドの一層の確
立と消費の拡大を図ります。

● 狭山茶の生産者への支援により、茶の生産性の向上と高品質化を促進します。

(1)安全・安心な農産物の安定供給の促進

(2)狭山茶のブランド確立と生産の振興

● 県や関係機関と連携した就農希望者への相談支援などにより、農業後継者や新規就農者
の育成・確保を図ります。

● 農業用機械やIoT技術を活かしたスマート農業機器の導入支援により、農業の効率化や
高品質生産を促進します。

(3)農業の担い手の育成・確保

● 各種イベントや市内の農産物直売施設などにおいて安全・安心な地場農産物のPRや地
産地消を推進し、消費の拡大を促進します。

● 農業体験などを通じ、農業や農産物をはじめとする自然の恵みの大切さに対する理解の
深化を図ります。

(4)地場農産物の消費拡大

● 「地域計画」を活用した農用地の集約化や利用集積などにより効率的な土地利用を促進
します。

● 県や関係機関と連携し、効率的な土地利用や担い手の育成、農業経営に意欲的な企業な
どの農業参入を促進し、遊休農地の解消を図ります。

(5)農用地の有効活用

● 土地改良施設などの農業施設について適正な維持管理を図ります。

(6)農業生産基盤などの維持管理

主
な
と
り
く
み
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観
光
の
推
進

地
域
資
源
を
活
用
し
た

施策の目指す姿 施策の成果指標

観光資源を活用し、観光情報を効果的に発信することで、

市の魅力向上が図られ、観光客が増加しています。
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策

観光入込客数

2,430,000人

2,284,148人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年

目標値 令和12(2030)年
(1月～12月)

(1月～12月)
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施策の課題

施策の現状

● 観光事業を総合的に推進する狭山市観光協会を支援するとともに、市や観光協会の公式ホームページをはじめ、
SNSなどの様々な媒体を活用し、観光情報を発信しています。

● 智光山公園や県営狭山稲荷山公園、入間川などの豊かな自然、毎年8月に開催される狭山市入間川七夕まつりなど
のイベント、特産品として名高い狭山茶など、多くの観光資源を活用した賑わいの創出に取り組んでいます。

● 市民の自主的な活動により、観光マップの作成や身近な観光資源をめぐるウォーキングが開催されるなど、新たな
視点での狭山の魅力が創出され、市内外へ発信されています。

● 文化財や豊かな自然などの様々な地域資源が、狭山の魅力につながる新たな観光資源と
して活用されるよう、狭山市観光協会などと連携した事業を実施するとともに、SNSな
どを活用し、効果的に観光情報を発信します。

● 狭山市入間川七夕まつりは、市民との協働を進め、これまでの伝統を次世代へと継承す
るとともに、安全・安心な開催と更なる賑わいの創出を図ります。

● 智光山公園の利活用を促進するとともに、入間川にこにこテラスを中心とした入間川に
ついては、水辺と地域をつなぐ観光資源として、引き続き、更なる交流人口の増加や賑
わいの創出を図ります。

(1)観光資源の発掘・観光情報の発信

(2)観光資源の有効活用

写真：入間川サイクリングロード

● 地域資源を活かした新たな観光資源の発掘と効果的な観光情報の発信とともに、既存の観光資源の更なる有効活用
が必要です。

関連個別計画

主
な
と
り
く
み

写真：入間川にこにこテラス
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生
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習
の
推
進

施策の目指す姿 施策の成果指標

誰もが学びをとおして自己を磨き高められる環境が

整備され、多くの市民が学びにより培われた知識や技能を

地域や社会のために生かしています。

35

施 

策

生涯学習・社会教育に関する事業への参加者数

244,000人

232,089人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
5
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教
育
文
化

第
5
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教
育
文
化
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第1節 豊かな学びで人を育むまち



主
な
と
り
く
み

● 広報紙や公式ホームページなどで生涯学習に関する情報を発信しているほか、市民交流センター内の生涯学習情報
コーナーにおいて情報提供や相談などに総合的に対応しています。

● 幅広い層の市民を対象とした講座やイベントなどの開催を通じ、参加者の交流を促進しています。

● 公民館などにおいて、ライフステージに応じた講座や生涯学習活動団体などと連携した講座などを開催しているほ
か、博物館において、地域の特性を生かした企画展などを開催しています。

● 生涯学習の成果を発表する場として、公民館サークルが主体となった講座などを開催しています。

● 社会参加に意欲のある市民を「生涯学習ボランティア」として登録し、有する知識や技能を生涯学習活動の講師と
して生かせる機会を提供しています。

● 図書館においては、建物の老朽化や設備の機能劣化が進むなかで、「公共施設等総合管理計画」及び「公共施設再
編計画」に位置付けられた更新事業を推進しています。

● 家庭を取り巻く環境が大きく変化するなかで、PTAと連携し、子供を持つ親の悩みや不安などへの対処方法を学ぶ
機会を提供しています。

● 生涯学習に関する情報と機会や場の充実とともに、生涯学習の成果を活用する取組の一層の推進が必要です。

第4次狭山市教育振興基本計画
狭山市図書館運営基本方針

関連個別計画

● 紙媒体やデジタル媒体を活用し、市民が生涯学習に関する情報を得やすく、自らが情報
を発信できる環境づくりを推進します。

● 生涯学習に関する総合的な相談体制の充実を図ります。

● 生涯学習に取り組む団体や個人の人的ネットワークの充実を図るとともに、交流を促進
します。

● 生涯学習関連施設間の連携・協力体制の充実を図ります。

● 図書館資料とレファレンスサービスの充実を図ります。

● 子供から高齢者まで、誰もが主体的に生涯学習活動に参加できる機会の充実を図ります。

● 現代的課題や地域課題などの解決に関する取組など、市民の多様な学習ニーズに対応で
きる学習内容の充実を図ります。

● 図書館における読書環境の向上と図書館サービスの充実を図ります。

● PTAや企業などと連携し、家庭の教育力の向上に向けた啓発活動を推進するとともに、
家庭教育や子育てに関する研修会や講座などを開催します。

(1)生涯学習活動の支援体制の充実

(2)生涯学習の機会や場の充実

● 生涯学習で学んだ成果を発表できる機会や生かせる機会の充実を図ります。

● 地域の様々な個人や団体と連携・協働し、学校や子供たちの活動を支える地域学校協働
活動 を推進します。

● 生涯学習活動団体や市民活動団体、市民ボランティアなどと連携・協働し、生涯学習の
成果を地域社会に生かせる仕組みづくりを推進します。

(3)生涯学習の成果の活用

※

施策の現状

施策の課題
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施策の目指す姿

いつでも・どこでも・いつまでも・誰もが

スポーツに親しむことのできる環境が整備され、

多くの市民が日常的にスポーツ活動を行っています。

施策の成果指標

公共スポーツ施設の利用者数

990,000人

984,070人

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

170 171
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第1節 豊かな学びで人を育むまち



主
な
と
り
く
み

● 幅広い世代を対象に、地域や団体などと連携したスポーツ体験やスポーツ教室、スポーツ・レクリエーション事業
を実施しているほか、スポーツによる健康づくりを推進しています。

● 各種スポーツ団体や市内の企業、大学などと連携し、市民がアスリートと触れ合う機会やスポーツを観戦する機会
を提供しています。

● 指導者養成講習会の開催や日本スポーツ協会公認講習会の周知などにより、地域指導者の育成に取り組んでいます。

● スポーツに親しむ場として、市民総合体育館や地域スポーツ施設、武道の拠点となる武道館、県内屈指のテニス
コート、入間川河川敷の多目的グラウンドなどを提供しています。

第4次狭山市教育振興基本計画

関連個別計画

● 年代や性別、障害の有無などに関わらず、誰もがスポーツに親しむことのできる機会や場の充実が必要です。

● 市民のライフスタイルやニーズに応じたスポーツ教室などの充実を図るとともに、ス
ポーツに関する情報を広く発信します。

● 障害者団体などと連携し、パラスポーツなどに親しめる機会と親しむためのサポート体
制の充実を図ります。

● 子供たちが地域でスポーツに親しめる機会の充実を図ります。

● スポーツ推進委員やスポーツボランティアの活動の活性化や総合型地域スポーツクラブ 
の推進など、地域におけるスポーツ活動への支援体制の充実を図ります。

● 狭山市スポーツ協会をはじめ、各種スポーツ団体を継続的に支援し、活性化と育成を図
ります。

● 市ゆかりのトップスポーツチームなどと連携し、一流のスポーツ技術に接する機会の充
実を図るとともに、その魅力を広く市民に発信します。

● 競技スポーツの普及と技術の向上を担う指導者の確保と、多様な種目やレベルなどの
ニーズに応じた指導ができる指導者の育成を図ります。

(1)市民のスポーツ活動の推進

(2)競技スポーツの振興

● 公共スポーツ施設の有効利用や小中学校の体育館の開放を推進します。

● 既存スポーツ施設の更新・改修にあたっては、将来的なニーズを踏まえながら、公式規
格を有するスポーツ施設としての整備を図ります。

(3)スポーツ施設の充実

※

施策の現状

施策の課題

写真：ボッチャ大会
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個に応じたきめ細やかな教育活動の推進により、

子供たちの確かな学力と時代の変化に対応する力が

育成されています。

教
育
の
内
容
と
支
援
の
充
実
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施策の目指す姿 施策の成果指標

国語
算数

狭山市
52.8％
53.5％

【小学校】
埼玉県
55.1％
55.6％

国語
算数
英語

狭山市
62.2％
53.4％
57.5％

【中学校】
埼玉県
62.2％
53.2％
58.2％

成果指標名

実績値

目標値

埼玉県学力・学習状況調査の平均正答率

全教科県平均正答率を上回る

令和6(2024)年度

令和12(2030)年度

174 175
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主
な
と
り
く
み

第4次狭山市教育振興基本計画

関連個別計画

● 小中学校において、学力の向上に向けた授業の展開を教育活動のなかで実践しているほか、各種研究委員会におけ
る調査研究の成果を学習指導に生かしています。

● 小学校において、わくわく支援員 の配置による個に応じた学習支援を行っているほか、中学校において、アシスタ
ントティーチャーの配置や夏季及び冬季の集中講座の開催などによる学習支援を行っています。

● 時代の変化に対応した教育の推進として、キャリア教育や情報教育、環境教育、国際理解・外国語教育に取り組ん
でいます。

● ESD の推進として、現代社会の課題を自らの問題として捉え、解決に向けて自ら行動を起こす力を身につけるため
の学習を展開しています。

● 幼児教育については、基礎的な生活態度の習得や豊かな心の育成などに主眼を置きながら、様々な遊びや体験を通
じ、「生きる力」の基礎を育む教育を推進しています。

● 特別な教育的支援が必要な幼児や児童生徒に対し、実情に応じて個別の指導計画書を作成し、卒業までの長期的な
視点に立った適切な指導に取り組むとともに、小中学校の特別支援学級や通級指導教室 において、また、通常学級
においても、個に応じた適切な指導に取り組んでいます。

● 次代を担う子供たちが変化の激しい社会を生き抜く力を身につけられるよう、一人一人の教育的ニーズに応じた教
育や質の高い学びの実現が必要です。

※

● 児童生徒が意欲と目標をもって学習に臨み、基礎的・基本的な知識・技能を習得し、そ
れらを活用する力を身に付ける授業づくりを推進します。

● 児童生徒一人一人に応じた学習支援を行い、学力と学習習慣の定着を図ります。

● 児童生徒の主体的な学習の励行と補充学習を推進します。

● 望ましい人間関係を築く力を培うため、児童生徒のコミュニケーション能力の育成を図
ります。

● 児童生徒の発達の段階に応じ、勤労観や職業観を育成するため、キャリア教育を推進し
ます。

● 児童生徒のICTに関する理解や活用能力を高めるため、情報教育を推進するとともに、
推進するためのICTの環境整備や教員の活用力の向上を図ります。

● 環境への負荷の少ない持続可能な社会の構築に向け、環境教育を推進します。

● 児童生徒の国際感覚を育むため、国際理解教育を推進します。

● ノーマライゼーションの理念に基づいた共生社会の実現に向け、福祉教育を推進します。

(1)確かな学力の育成

(2)時代の変化に対応した教育の推進

● 持続可能な社会づくりの担い手として、児童生徒の現代社会の課題を自らの問題として
捉え、解決につながる新たな価値観や行動を生み出す力の育成を図ります。

● 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を図るとともに、体験・探求・
問題解決に重点を置いた学習者主体の参加型学習を推進します。

(3)ESDの推進

● 様々な遊びや体験を通じ、「生きる力」の基礎を育む教育を推進します。

● 幼児への支援法や環境づくりなどについて研究に取り組みながら、園児や家庭に応じた
教育を推進します。

(4)幼児教育の推進

● 関係機関と連携し、特別な教育的支援が必要な幼児や児童生徒に対し、ニーズに応じた
適切な相談や指導・支援の充実を図ります。

● インクルーシブ教育の理念に基づき、障害の有無などに関わらず、幼児や児童生徒がと
もに学べる教育を推進します。

(5)特別支援教育の推進

※

※

施策の現状

施策の課題
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施策の目指す姿 施策の成果指標

子供たちの豊かな人間性が育まれ、

生涯にわたって心身ともに健康な生活を

送るための基礎が育成されています。 進んであいさつや
返事をする

身の回りの
整理整頓をする

時刻を守る

質問事項 狭山市
登校時刻
授業開始時刻
靴そろえ
整理整頓
あいさつ
返事

96.1％
94.7％
87.6％
79.5％
79.8％
90.9％

生活のきまりを
守る

学習のきまりを
守る

丁寧な言葉遣いを
身につける

質問事項 狭山市
丁寧な言葉遣い
やさしい言葉遣い
学習準備

話を聞き発表する
集団の場での態度
掃除・美化活動

90.1％
87.9％
89.6％
79.7％
90.6％
90.6％

成果指標名

実績値 令和6
(2024)年度

目標値

埼玉県学力・学習状況調査における規律ある態度の定着度

全項目80.0％以上令和12
(2030)年度

178 179
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主
な
と
り
く
み

● 道徳の授業力の向上に向け、各小中学校において校内研修や研究発表を行っているほか、小中学校連携で授業規律
などの統一を実践しています。

● 読書活動について、学校図書館司書を各小中学校に配置し、学校図書館の整備を中心に読書環境の充実に向けて取
り組んでいるほか、児童生徒の読書活動に対する意欲を高めるための工夫を行っています。

● いじめの防止対策として、国や県からの通知や学校への訪問を通じ、各小中学校の実態の把握と指導・助言を行っ
ているほか、各小中学校でのいじめ防止の取組を市内で情報共有しています。

● 不登校の防止対策として、児童生徒理解・教育支援シートの活用や、校内の相談員と教育センターの相談員の情報
交換の強化しているほか、関係機関と連携し、社会的な自立に向けた支援を行っています。

● 体力の向上に向け、小学校体育連盟や中学校体育連盟と連携し、体育指導を行っています。

● 各中学校へ部活動指導員や部活動支援員を配置しているほか、校外活動参加のために必要な経費に対し、助成を
行っています。

● 学校保健について、各小中学校で作成した学校保健計画をもとに、家庭や関係機関と連携し、健康教育や日常の指
導を行っています。

● 各小中学校において、栄養バランスのとれた給食を提供し、食育を推進しています。

● 道徳教育の充実を図り、児童生徒の他人を思いやる心や善悪を判断する力、公共の精神
などの醸成を図ります。

● 図書館や学校図書館と連携し、児童生徒の読書活動に対する意欲の向上を図ります。

● 児童生徒の発達の段階に応じ、自然体験や職場体験などの体験活動を推進します。

● 児童生徒の体力の傾向と課題を把握したうえで、体力向上を図ります。

● 児童生徒の体力と運動能力を高めるため、学校体育の充実を図ります。

● 生徒の自主的・自発的な参加により行われる部活動の適切な運営を図ります。

● 児童生徒の心身の健康状態を常に把握し、適切に対応するとともに、自らの健康を管理
する能力の向上を図ります。

● 学校や家庭、地域と連携し、食育の推進と児童生徒の健全な食習慣や生活習慣の形成を
図ります。

第4次狭山市教育振興基本計画
第3次狭山市子ども読書活動推進計画
第3次狭山市食育推進計画

● いじめ防止に向け、児童生徒の人権感覚の育成を図るとともに、各小中学校のいじめ防
止基本方針に基づき、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に向けて組織的に取り組
みます。

● スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどによる相談体制の充実を図り
ます。

● 不登校の防止や社会的な自立などに向け、関係機関と連携し、教育相談や学習支援、指
導の充実を図ります。

● 非行・問題行動の防止に向け、保護者や地域、関係機関などと連携し、啓発と指導に取
り組むとともに、有害情報から児童生徒を守るための対策の充実を図ります。

関連個別計画

● 児童生徒の規範意識の高揚と基礎的な生活習慣や心身の健康への自己管理能力の向上が必要です。

(1)豊かな心の育成

(2)生徒指導の充実

(3)体力と健康の増進
施策の現状

施策の課題
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教
育
環
境
の
充
実

39

施 

策

施策の目指す姿

優れた教職員と持続可能な学校指導・運営体制のもとで、

子供たちが学ぶ喜びを実感しています。

施策の成果指標

1年生
2年生
3年生

狭山市
90.5％
93.2％
92.9％

【中学校】
埼玉県
92.4％
93.6％
92.1％

4年生
5年生
6年生

狭山市
92.7％
93.0％
87.9％

【小学校】
埼玉県
94.8％
92.5％
91.6％

成果指標名 埼玉県学力・学習状況調査における「学級での生活が楽しい」
と回答した児童生徒の割合

「楽しい」「どちらかといえば楽しい」の回答合計　全学年県平均を上回る

実績値

目標値

令和6(2024)年度

令和12(2030)年度
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第2節 未来へはばたく“さやまっ子”を育むまち



主
な
と
り
く
み

● 教職員の資質の向上に向け、教育センターや小中学校においてICT活用などの実践的な研修会などを実施している
ほか、指導訪問などを通じ、指導力の向上に向けた指導や助言を行っています。

● 小中一貫教育について、全ての中学校区において連携しています。

● 小学校生活にうまく適応できない「小1プロブレム」への対策として、幼稚園・保育所(園)・小学校と連携した幼保
小連携協議会を設置し、幼児教育から小学校教育への円滑な接続に向けて取り組んでいます。

● 経済的な支援が必要な家庭に対し、就学援助金の交付や奨学金の貸付などによる就学支援を行っています。

● 安全で快適な教育環境を確保するため、学校施設のリニューアルに取り組んでいます。

● 学校ICT環境として、全ての小中学校に整備された校務用の情報端末や児童生徒に1人1台整備された情報端末、校
内無線LAN・高速大容量通信ネットワークの活用を推進しています。

● 学校規模により生じる課題の解消と児童生徒のより良い教育環境を目指し、令和6(2024)年度に「狭山市立小・中
学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」を改定しました。

● 自らの職責と学び続けることの大切さを自覚する優れた指導力と使命感を備えた教職員の育成が必要です。

● 児童生徒が安全で快適に学校生活を送ることができるよう、教育環境の充実が必要です。

● 児童生徒数の状況と将来推計値をもとに小中学校の規模と配置の適正化の検討を進めるなど、活力ある学校づくり
の推進が必要です。

第4次狭山市教育振興基本計画
狭山市学校施設長寿命化計画

狭山市公共施設再編計画
狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針

関連個別計画

●教職員の経験年数に応じた研修と、教職員が自ら学べる実践的な研修の充実を図りま
す。

● 「狭山市学力向上“茶レンジ・プラン”」の活用による授業力の向上を図ります。

● 教職員が児童生徒との関わりや授業準備に注力できるよう、教職員の働き方改革を推進
します。

● 交通安全や避難訓練など、事故や災害から身を守るための安全教育や防災教育を推進し
ます。

(1)教職員の資質の向上

(2)安全教育の推進

● 義務教育9年間を見通し、学習の連続性に配慮した系統的な教育活動を推進します。

● 幼稚園・保育所(園)・小学校と連携し、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を推進します。

(3)一貫教育の推進

● 小中学校に等しく就学するため、また、高等学校や大学などへの修学機会を確保するた
め、就学支援を行います。

● 外国人児童生徒など、日本語指導の必要な児童生徒への教育支援の充実を図ります。

● ヤングケアラーである児童生徒を適切に支援につなげるとともに、児童生徒及び教職員
などにおけるヤングケアラーへの理解促進を図ります。

● LGBTQの児童生徒に配慮するとともに、児童生徒及び教職員などにおける性の多様性
への理解促進を図ります。

(4)一人一人の状況に応じた支援の充実

● 児童生徒が安全で快適な教育環境のなかで学校生活を送ることができるよう、校舎など
のリニューアルを推進します。

● 教育情報ネットワークの充実を図るとともに、学校ICTの活用を推進します。

(5)学校施設の充実

●「狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」に基づき、小中学校の
規模と配置の適正化を計画的に推進します。

(6)学校の規模と配置の適正化の推進

施策の現状

施策の課題

184 185
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家
庭
や
地
域
と
の
連
携

施策の目指す姿 施策の成果指標

学校や家庭、地域が連携して子供たちの学びや成長を支え、

子供たちと地域の人々が積極的に関わっています。

40

施 

策

地域学校協働活動の年間活動回数(1校あたりの平均)

269回

257回

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度
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第2節 未来へはばたく“さやまっ子”を育むまち



主
な
と
り
く
み

● 学校公開日の設定や学校運営協議会制度の活用、ボランティアの活用、学校評価の実施などにより、家庭や地域に
信頼される学校づくりを推進しています。

● 全ての小中学校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして「地域とともにある学校づくり」を推
進しています。

● スクールガードリーダー や地域防犯ネットワーク(アポック) をはじめ、多くの地域住民が登下校時に児童生徒へ
の声かけや安全見守りなどを行っています。

● 保護者や市民が、学校運営や学習支援、校内の環境整備など、様々な形で学校を支援しています。

● 地域の教育力を生かした取組の推進により、地域の大人と子供が様々な体験を通じ、交流を深めています。

施策の現状

● コミュニティ・スクールとして、保護者や地域住民などから構成される学校運営協議
会を中心に、学校運営に地域の声を生かしながら地域と一体となって特色ある学校づ
くりを推進するとともに、地域学校協働活動と連携し、学校と地域のつながりを推進
します。

● 児童生徒に関わる犯罪や事故を防止し、安全を確保するため、地域ぐるみの学校安全体
制の充実を図ります。

● PTAや学校支援ボランティアセンターなど、学校支援に関わる団体や個人が行う活動を
地域学校協働活動に位置付け、地域の教育力を生かした学校支援を行います。

● 学校やPTA、市民活動団体、生涯学習関連施設などと連携し、地域の教育力の向上を担
う人材の育成を図ります。

● 地域の人材などを活用し、学校における学習の補完に取り組みます。

(1)家庭や地域との連携

● 学校における「地域とともにある学校づくり」と、地域における「学校を核とした地域づくり」の推進が必要です。

※ ※

第4次狭山市教育振興基本計画

関連個別計画

施策の現状

施策の課題

写真：コミュニティ・スクール

188 189

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
5
章
　
教
育
文
化

第
5
章
　
教
育
文
化

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜



人
権
尊
重
意
識
の
高
揚

施策の目指す姿 施策の成果指標

市民一人一人が人権問題への正しい理解と認識のもとで、

互いの人権を尊重しています。

41
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策

人権啓発事業において人権問題への関心や理解が深まった参加者の割合

実績値以上

87％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度
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主
な
と
り
く
み

● 狭山市人権教育推進協議会と連携し、市民を対象とした人権に関する講演会や、企業や教育関係者を対象とした人
権教育研修会を開催しています。

● 人権三法である「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と「本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、差別や偏見
のない社会を実現するため、市民を対象とした人権問題に関する講演会やパネル展を開催しています。

● インターネットを悪用した人権侵害の解消に取り組んでいます。

● 人権問題に対する正しい理解と人権を尊重する意識の高揚に向け、富士見集会所や公民館、男女共同参画センター
などにおいて、様々な世代を対象とした人権講座や研修会を開催しています。

● 全ての小中学校において、児童生徒の発達の段階に応じ、人権感覚育成プログラムなどを活用した人権教育を推進
しています。

狭山市同和行政基本方針
狭山市同和教育基本方針
第4次狭山市教育振興基本計画

関連個別計画

● 人権三法の趣旨なども踏まえながら、様々な機会を捉え、多様な人権問題に対する正し
い理解と認識を深めるための啓発活動を推進します。

● 市民や企業の従業員などを対象に、社会教育の場において、人権教育を推進します。

● 全ての小中学校において、人権の意義や内容、重要性についての理解と認識を培うため
の人権教育を推進します。

(1)人権啓発の推進

(2)人権教育の推進

● 人権問題への正しい理解と認識を深め、人権を尊重する意識を高めるための啓発活動や教育の更なる推進が必要
です。

施策の現状

施策の課題
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平
和
意
識
の
高
揚

施策の目指す姿 施策の成果指標

市民一人一人の平和への関心が高まり、

日々の暮らしのなかで、平和の尊さが意識されています。
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策

平和祈念講演会参加者の満足度(参加者アンケートで満足と答えた人の割合)

実績値以上

96％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

194 195
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主
な
と
り
く
み

● 平成元(1989)年に平和都市宣言を行ったほか、平成24(2012)年から平和首長会議に加盟しています。

● 平和の尊さや大切さを市民に伝えるため、平和祈念講演会を開催しています。

● 公民館において、平和の尊さや大切さに触れる講座などを開催しているほか、図書館において、平和関連資料の特
集展示を行い、市民の平和意識の高揚に取り組んでいます。

● 全ての小中学校において、戦争体験者の証言映像の視聴などを行い、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えています。

● 公民館や図書館などにおいて、幅広い世代を対象とした平和に関する講座や資料展示な
どを行い、市民の平和に対する意識の高揚を図ります。

● 全ての小中学校において、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える戦争体験者の証言映像の
視聴などによる平和学習を推進します。

(1)平和に対する意識の高揚

● 恒久平和の実現に向け、戦争の悲惨さや平和の尊さを次の世代に伝える取組の更なる推進が必要です。

第4次狭山市教育振興基本計画

関連個別計画
施策の現状

施策の課題

196 197

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
5
章
　
教
育
文
化

第
5
章
　
教
育
文
化

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜



文
化
の
振
興

施策の目指す姿 施策の成果指標

多くの市民が自主的に文化活動に取り組むとともに、

郷土の歴史や伝統文化への理解と愛着を深めています。

43

施 

策

文化財活用事業参加者の満足度(参加者
アンケートで満足と答えた人の割合)

市民文化祭参加者の満足度(参加者
アンケートで満足と答えた人の割合)

85％

ー(新規取得)

91％

89％

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

198 199

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
5
章
　
教
育
文
化

第
5
章
　
教
育
文
化

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

第4節 文化を通して豊かな心を育むまち



主
な
と
り
く
み

● 狭山市文化団体連合会をはじめ、様々な文化団体が自主的な活動を行っています。

● 公民館や図書館、市民会館において、市民文化祭や市民展など、市民の文化活動の発表の場を提供しています。

● 市民が伝統文化に触れる機会として、狭山市茶道連盟と連携し、さやま大茶会を開催しているほか、芸術に触れる
機会として、音楽会や演劇会などを開催しています。

● 文化の振興に取り組んでいる団体が行う文化事業に対し、補助金の交付による支援を行っています。

● 県や本市の指定を受けた文化財の保護に取り組んでいるほか、文化財関係資料の収集・保存・調査研究・公開と、
郷土の歴史や文化財に関する講演会などを開催しています。

● 指定文化財の修繕や民俗芸能の後継者育成に対し、補助金の交付による支援を行っています。

● 文化活動に取り組む団体の活動支援や発表の機会の充実を図り、市民の自主的な文化活
動を促進します。

● 本市にゆかりのある文化人の発掘などによる、特色のある文化の振興を図ります。

● 公民館などで活動する文化団体に関する情報や様々な文化事業に関する情報を発信し
ます。

● 子供から高齢者まで、誰もが文化や芸術に親しめる機会の充実を図ります。

● 指定文化財の保護・継承と文化財関係資料の収集・保存・調査研究を推進するととも
に、それらの公開と歴史文化講座や文化財講習会などでの活用を推進します。

● 文化財の保護や民俗芸能の継承に取り組む団体の活動を支援します。

(1)文化活動の促進

(2)文化財等の保存・継承と活用の推進

● 市民の自主的な文化活動の促進と郷土の歴史や文化に対する更なる理解の促進と愛護意識の醸成が必要です。

第4次狭山市教育振興基本計画

関連個別計画

施策の現状

施策の課題

写真：市指定文化財「今宿遺跡」

200 201

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
5
章
　
教
育
文
化

第
5
章
　
教
育
文
化

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜



都
市
交
流
の
推
進

国
際
交
流
と

施策の目指す姿 施策の成果指標

幅広い分野での交流によって深まった相互理解のもとで、

市民と市内に在住する外国人が一緒に

イベントなどに参加し、地域を盛り上げています。

44

施 

策

市内在住外国人との交流事業への参加者数

3,000人

2,204人

目標値

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

令和12(2030)年度

202 203

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
5
章
　
教
育
文
化

第
5
章
　
教
育
文
化

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

第4節 文化を通して豊かな心を育むまち



主
な
と
り
く
み

● 本市においては、市民主体の国際交流に力点を移しており、その中心的な役割を担っている狭山市国際交流協会と
連携し、日本語教室や外国人相談支援などを行っているほか、国際交流の集いなどの市民と市内に在住する外国人
が交流できるイベントを開催しています。

● 姉妹都市である大韓民国統營市及びアメリカ合衆国ワージントン市とは、国際交流協会による市民相互訪問やホー
ムステイの受入れなどの親善交流を行っているとともに、友好交流都市である中華人民共和国杭州市とは、各種
式典やイベントなどへの代表団の相互招待などを行っています。

● 国内の友好交流都市である新潟県津南町とは、毎年開催しているさやま大茶会への名水「竜ケ窪の水」の提供のほ
か、両市町の市民・町民による互いの伝統行事への参加などの交流を行っています。

● 身近な国際交流として、狭山市国際交流協会と連携し、市内在住・在勤・在学の外国人
が地域のイベントなどに参加できる機会の充実を図ります。

● 姉妹都市である大韓民国統營市及びアメリカ合衆国ワージントン市並びに友好交流都市
である中華人民共和国杭州市とは、市民の異なる文化に対する理解を深め、国際感覚を
育むため、幅広い分野において市民を中心とした親善交流を推進します。

● 国内の友好交流都市である新潟県津南町とは、異なる環境や自然を有する自治体として
相互の活性化を図るため、幅広い分野において、それぞれの特色を生かした交流を推進
します。

● 姉妹都市・友好交流都市との交流を行う団体の活動を支援します。

(1)地域での国際交流の推進

(2)姉妹都市・友好交流都市との交流の推進

● 地域における市民の身近な国際交流の機会と姉妹都市・友好交流都市との交流の機会の更なる充実が必要です。

施策の現状

関連個別計画

施策の課題

204 205

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
5
章
　
教
育
文
化

第
5
章
　
教
育
文
化

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜

〜
人
を
育
み
文
化
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
〜



ま
ち
づ
く
り
の
推
進

市
民
主
体
の

施策の目指す姿

45

施 

策

施策の成果指標

地域コミュニティへの参加意識が高まり、

市民が身近な地域の課題やまちづくりに

主体的に関わっています。

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

自治会加入世帯数

実績値を維持する

43,597世帯

第5次狭山市総合計画

206 207

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第1節 一人一人が主役のまち



主
な
と
り
く
み

● 人口減少や高齢化の更なる進行など、社会環境の変化が加速するなか、主体的にまちづくりに取り組む担い手の育
成が必要です。

● 自治会への加入や地域コミュニティへの参加を一層促進するための幅広い世代が活動に参加できる仕組みづくりと
施設の整備などの支援が必要です。

● 自治会活動を支援するとともに、自治会連合会などと連携し、自治会への加入を促進し
ます。

● 自治会や社会福祉協議会、PTA、消防団、市民活動団体などと連携し、地域コミュニ
ティの形成を促進します。

● 地域の特色を生かしたまちづくりに向け、地区まちづくり推進会議などを中心として、
市民同士のつながりを強化するとともに、地域課題の解決や地域の活性化への主体的な
参加を促進します。

● 集会所の建築や改修、借上げなどへの助成を行い、地域コミュニティ施設の整備を支援
します。

(1)地域コミュニティの活性化の促進

(2)地域コミュニティ施設整備の支援

● さやま市民大学を拠点として、幅広い世代の多様な人材の育成を図ります。

(3)まちづくりを担う人材の育成

● 自治会と行政が連携して、様々な課題解決に取り組んでおり、自治会をはじめとした地域コミュニティが担う役割
は拡大しています。

● 集会所の増改築・改修などに対して補助金を交付し、地域コミュニティ施設の整備を支援しています。

● 地域の課題を解決するための人材育成やその人材を生かす仕組みづくりに向け、さやま市民大学を運営しています。

施策の現状

施策の課題

関連個別計画

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

208 209



男
女
共
同
参
画
の
推
進

施策の目指す姿

男女が互いの人権を尊重し、多様な個性を認め合い、

性別に関わりなく市民一人一人が個性と能力を

発揮しています。

46

施 

策

施策の成果指標

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

審議会などにおける女性委員の登用率

40％

32.3％

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

210 211

第1節 一人一人が主役のまち



主
な
と
り
く
み

第5次狭山市男女共同参画プラン

関連個別計画

● 多様性が認められた男女共同参画の推進や女性活躍の推進に向け、DVの防止や多様な就労環境の整備、女性の政
策・方針決定への参画、意識啓発などの更なる取組が必要です。

● 女性の社会進出が進むなかで、依然として根強く残る性別による固定的役割分担意識や男女の格差の解消に向けた
啓発活動や講座、セミナーなどを行っています。

● 配偶者などによる暴力(DV「ドメスティック・バイオレンス」)の相談件数は増加傾向であり、その内容も深刻化し
ていることから、DV防止の啓発活動やDV被害者への相談支援を行っています。

●「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の施行により、性
的マイノリティへの理解増進の必要性が高まっていることから、啓発活動を行うとともに、令和3(2021)年10月か
らはパートナーシップ宣誓制度を開始するなど、多様性を認め合いながら、誰もが自分らしく生きられる社会の実
現に向けて取り組んでいます。

● 男女が互いの人権を尊重し、多様性が認められる社会の実現に向けて啓発活動を推進し
ます。

● 性別に関わらず、子育てや介護などの家庭生活と仕事の両立が可能となるよう、関係機
関と連携し、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発活動を推進します。

● DV防止に向け、啓発活動を推進するとともに、相談支援体制の充実を図ります。

(1)男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

● 女性があらゆる分野の政策・方針決定過程から参画できる機会の拡充を図ります。

● 個人の価値観やライフスタイルに応じた働き方が選択できるよう、多様な働き方の普及
を図ります。

(2)女性の活躍の推進

施策の課題

施策の現状

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

212 213



危
機
管
理
防
災
体
制
の
充
実

施策の目指す姿
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施 

策

施策の成果指標

複雑化・多様化する危機に対応した

危機管理防災体制が整備され、

自然災害や不測の事態に迅速かつ的確な対応を行うことで、

市民生活の安全が確保されています。

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

自治会などにおける自主防災組織の結成数

99組織

96組織

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

214 215

第2節 災害対応に優れたまち



主
な
と
り
く
み

● 自然災害や市民生活を脅かす事態に備えるため、「地域防災計画」や「国民保護に関する計画」を策定し、適宜見
直すことで、危機管理防災体制の充実に取り組んでいます。

● 地域防災の充実と強化に向け、自主防災組織 の結成や地域の防災リーダーの育成支援を行うとともに、企業が有す
る資源や人材を活用した、防災・減災に資する協定の締結を進めています。

● 脅威を増す自然災害に備えるため、防災行政無線のデジタル化や自走式トイレカーの導入など防災設備の充実と備
蓄品の安定確保を進めています。

施策の現状

狭山市地域防災計画
国民保護に関する狭山市計画

狭山市地域強靭化計画
狭山市業務継続計画

関連個別計画

● 南海トラフ巨大地震や首都直下型地震、富士山噴火など今後想定される大規模災害や市民生活を脅かす様々な危機
に対する最新の被害想定やリスクを踏まえ、危機管理防災体制の不断の見直しを行うことが必要です。

● 行政だけで災害対応を行うことには限界があるため、「狭山市防災基本条例」に基づき、自らの命を守る「自
助」、地域住民が協力して助け合う「共助」、行政が主体となって行う「公助」が相互に連携・協力し、防災
対策に取り組んでいくことが必要です。

● 災害発生時における、高齢者や障害者など配慮が必要な方への避難のための支援体制を充実するとともに、災害関
連死の防止と避難者の人権尊重に視点を置いた、避難生活における良好な生活環境の確保が必要です。

※

●「地域防災計画」や「業務継続計画」、「国民保護に関する計画」に基づく個別行動マ
ニュアルの整備と、PDCAサイクルに基づいた随時の見直しを行うとともに、各種訓練
の実施により自主防災組織や防災関係機関、各種関係団体などとの連携の強化を図り
ます。

● 自衛隊や警察との連携による総合的な危機管理防災体制のもと、災害時における初動体
制の強化を図ります。

(1)個別行動マニュアルの整備と初動体制の強化

● 市民の防災に関する知識や災害時に適切に行動できる力を身につけるための普及啓発を
図ります。

● 市全域にわたる自主防災組織の育成と強化を図ります。また、自治会と連携し、避難行
動要支援者避難支援体制の強化を図ります。

● 自治会や自主防災組織、事業者、学校など地域の住民などが、地域防災力の更なる向上を
目指し、各地区の特性に応じた防災活動を定めるための防災計画の作成を支援します。

(2)自助・共助による地域防災力の向上

● 災害時に必要となる物資や資機材の配備と備蓄品の充実を図るとともに、老朽化した大
型備蓄倉庫の改修と防災設備の維持管理を徹底し、災害時における応急対策の充実を図
ります。

(3)災害応急対策の充実

施策の課題

施策の現状

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

216 217



消
防
・
救
急
体
制
の
充
実

施策の目指す姿

48

施 

策

施策の成果指標

市民の生命、身体、財産を守るため、

埼玉西部消防組合との連携と消防団の充実強化が図られ、

頻発化・激甚化する災害などへの対応が

迅速かつ的確に行われています。

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

消防団員数(4月1日時点)

250人

237人

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

218 219

第2節 災害対応に優れたまち



主
な
と
り
く
み

● 本市と所沢市、飯能市、入間市、日高市で構成する埼玉西部消防組合により、市域に捉われない対応による初動体
制の強化や、消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強化が図られています。

● 埼玉西部消防組合と構成5市の消防団の連携が強化され、災害情報を即時に配信し、速やかな参集につながる体制
が構築されています。

●「狭山市消防団の組織の再編と施設などの整備に関する基本方針」を策定し、地域防災体制の再編と計画的な施設
整備を推進しているほか、女性消防団員による火災予防や応急手当指導、地域での訓練指導などの活動も積極的に
行っています。

● 更なる地域防災力の強化に向け、特定の活動や役割に限定した機能別団員制度 を導入し、消防団員の担い手の幅を
広げています。

● 市民の生命・身体・財産の保護と様々な災害などに迅速かつ的確に対応するため、埼玉
西部消防組合と消防団との一層の連携を推進するとともに、消防・救急業務が円滑に遂
行できるよう支援します。

● 様々な災害などに迅速かつ的確に対応するため、消防団への加入促進に取り組み、消防
団を中心とした地域の防災体制の強化を図ります。

● 地域の実情を反映した組織・運営体制を目指し、消防団の施設、車両、装備などの適正
な配置及び計画的な整備を推進します。

● 火災予防・広報団員、OB団員など、それぞれの能力やメリットを生かしながら、特定
の活動や役割のみに参加する機能別団員制度を運用し、団員数の増加を図ります。

(1)埼玉西部消防組合との連携の推進

(2)消防団の充実と強化

● 頻発化・激甚化する災害などに迅速かつ的確に対応するため、埼玉西部消防組合と消防団との一層の連携を推進す
るとともに、減少・高齢化が進む消防団の組織を再編するなど地域の防災体制を充実強化することが必要です。

狭山市消防団の組織の再編と施設などの整備に関する基本方針

関連個別計画

※

施策の課題

施策の現状

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

220 221

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜



交
通
安
全
対
策
の
充
実

施策の目指す姿

市民一人一人の交通ルールやマナーの遵守と、

交通安全施設の適切な整備により、

市内の交通事故が減少しています。

49

施 

策

施策の成果指標

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

市内で発生した人身事故件数

253件

281件

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

222 223

第3節 安全・安心に暮らせるまち



主
な
と
り
く
み

● 学校や地域コミュニティと連携し、こどもから高齢者まで、幅広い世代を対象とした交
通安全教室を開催し、交通ルールへの理解を深めるとともに、交通安全に関する啓発活
動を推進します。

● 学校や警察、道路管理者などの関係機関と連携し、交通安全施設の点検の強化を図ると
ともに、安全で快適な道路交通環境の整備を推進します。

(1)関係機関と連携した交通安全意識の高揚

(2)事故多発地点などへの交通安全施設の整備

● 交通事故の発生を防ぐため、交通安全意識の高揚と交通安全施設の適切な維持管理が必要です。

第2次狭山市都市計画マスタープラン

関連個別計画
● 交通安全意識の高揚に向け、未就学児から高齢者まで、年齢層に応じた交通安全教室を開催しているほか、自治会
や交通安全関係団体、関係機関などと連携し、街頭啓発活動や交通事故の防止活動を行っています。

● 路面標示や道路反射鏡、道路照明灯などの整備を推進しているほか、スクールゾーンやキッズゾーン、ゾーン30 に
指定された区域内における歩行者などの安全対策を推進しています。

● 高齢運転者の事故防止に向け、運転免許証の自主返納を促進しています。

※

施策の課題

施策の現状

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

224 225



実績値

目標値

市民や警察、関係団体と連携した防犯活動や

防犯設備の充実により、市民の防犯意識が高まり、

市内での犯罪の発生が減少しています。

施策の目指す姿

50

施 

策

施策の成果指標

地
域
防
犯
対
策
の
推
進

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

人口1,000人あたりの刑法犯認知件数

4.9件

5.3件

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

226 227

第3節 安全・安心に暮らせるまち



主
な
と
り
く
み

● 安全で住みよい地域環境を確保するため、地域ぐるみの防犯活動・防犯対策の推進と防犯意識の高揚が必要です。

● 民家などへの侵入盗や自転車盗が多発しているため、広域的な防犯対策の推進が必要です。

● 警察や関係機関と連携して防犯活動を推進するとともに、自治会などの地域住民や地域
防犯ネットワーク(アポック)を中心とした自主防犯組織による防犯・見守り活動を支援
し、更なる防犯体制の強化を図ります。

● 通学路での青色回転灯装着車両によるパトロールや地域と連携した見守りを推進します。

● 警察などから入手した防犯に関する情報を迅速に発信するとともに、自治会や関係団体
などと連携した啓発活動を通じ、市民の防犯意識の高揚を図ります。

● 巧妙化する振込め詐欺や預貯金詐欺をはじめとした特殊詐欺被害の防止に向け、地域全
体での注意喚起を図るとともに、SNSなどを活用した情報発信を推進します。

● 犯罪の発生を未然に防止する環境の整備に向け、防犯上、危険と認識される場所への防
犯灯や防犯カメラの設置を推進します。

(1)地域防犯活動の推進

(2)防犯設備の充実

● 犯罪の手口や種類が多様化するなか、地域防犯パトロールなどの防犯活動のほか、公式ホームページやSNSなどに
より防犯に関する情報を発信し、市民の防犯意識の高揚に取り組んでいます。

● 警察や関係機関と連携し、防犯意識の啓発などを行っているほか、自主防犯組織として地域防犯ネット
ワーク(アポック)が組織され、地域で活発な防犯活動が行われています。

● 犯罪発生の防止に向け、防犯上、危険と認識される市内各所へ防犯カメラを設置しているほか、LED防犯灯の整備
を推進しています。

施策の課題

施策の現状

関連個別計画

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

228 229



消
費
生
活
相
談
の
充
実

市
民
相
談
と

施策の目指す姿

51

施 

策

施策の成果指標

市民がいつでも身近に利用できる相談窓口体制が充実し、

安心した暮らしが実現されています。

また、市民一人一人の消費生活に対する意識が高まり、

安全・安心な消費生活が実現されています。

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

消費生活相談の件数

1,089件

1,423件

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

230 231

第3節 安全・安心に暮らせるまち



主
な
と
り
く
み

● 市民の多様な相談に対応するため、法律や税務、行政相談などに関し、各専門相談員を配置しています。

● 令和5(2023)年7月に「犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者などへの支援に取り組んでいます。

● 消費生活相談については、消費生活専門相談員や消費生活アドバイザーが対応しているほか、法律的な対応が必要
な場合は、弁護士による相談対応を行っています。

● 消費者被害を未然に防止するため、広報紙や公式ホームページ、SNSなどにより情報を発信しているほか、消費生
活講演会やくらしの移動教室など開催し、消費生活に関する意識の啓発に取り組んでいます。

● 複雑化・多様化する相談ニーズに総合的に対応するための専門相談の充実や、相談体制
の充実を図ります。

● 関係機関と連携・協力を図りながら、犯罪被害に対する市民理解を深めるための啓発活
動や犯罪被害者などへの支援の充実を図ります。

(1)市民相談の充実

● 消費者が的確な判断ができるよう、様々な商品やサービスに関する情報を迅速に発信し
ます。

● 複雑化・多様化する消費者被害への対応や、消費者の権利と利益を擁護するための専門
相談員による消費生活相談など、安全・安心な消費生活の実現に向け、相談体制の充実
を図ります。

● 幅広い年代に対応した講座や講演会などを開催するとともに、消費者トラブルに関す
る情報と対処方法の周知などの啓発活動を推進し、消費生活に対する意識の高揚を図
ります。

(2)安全・安心な消費生活の推進

● 複雑化・多様化する相談ニーズに対応するため、更なる市民相談の充実が必要です。

● 消費者被害を未然に防止するため、適切な情報発信と消費者の意識啓発が必要です。

施策の課題

施策の現状

関連個別計画

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

232 233



入間基地に起因する障害が最小限に抑えられ、

基地周辺の生活環境が適切に整備されることで、

市民が安心かつ安定した生活を過ごしています。

施策の目指す姿

52

施 

策

施策の成果指標

整
備
の
推
進

基
地
周
辺
環
境
の

成果指標名

実績値 令和6(2024)年度

目標値 令和12(2030)年度

国の関係諸機関への要望活動の実施回数

6回

6回

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

234 235

第3節 安全・安心に暮らせるまち



主
な
と
り
く
み

施策の現状

● 入間基地に起因する障害の軽減による基地周辺の生活環境の向上が必要です。

● 航空機の離発着回数の削減や安全飛行の徹底、入間基地の運用に関する十分な情報提供
などについて、国や基地に要望します。

● 住宅防音工事の対象区域の拡大や工事内容の拡充、補助事業の対象範囲の拡大、補助金
の増額などについて、様々な機会を捉え、国に要望します。

● 公共施設における防音対策が維持できるよう、計画的な施設の更新を推進します。

● 道路や消防・防災施設などの整備を推進します。

● 入間基地に起因する障害の解消に向け、関係機関と連携して周辺住民の生活環境の向上
を図ります。

(1)要望活動の推進

(2)基地対策事業の推進

● 周辺住民が安心して生活できるよう、入間基地に起因する障害やその防止対策、国の補
助事業などの情報を発信します。

(3)基地対策の周知

● 入間基地に起因する航空機などの飛行による騒音や振動の被害について、国や基地に対し、その解消・軽減のため
の対策を講じるよう要望しています。

● 防衛施設が所在する他の自治体と、様々な機会を通じて積極的な情報交換を行っています。

● 入間基地に起因する障害の軽減対策として、国の補助事業を活用し、小中学校などの防音・空調工事や道路・防災
施設などの整備を推進しています。

施策の課題

施策の現状
関連個別計画

第5次狭山市総合計画

前期基本計画

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

第
6
章
　
市
民
生
活

〜
地
域
で
と
も
に
支
え
合
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
〜

236 237



238

第5次狭山市総合計画

239

前期基本計画

前
期
基
本
計
画

計
画
推
進
の
た
め
に

前
期
基
本
計
画

計
画
推
進
の
た
め
に

計画推進のために

将来像の実現に向けて推進する全ての施策を支える柱として、「協働によるまちづくり」、「健全な行財
政運営」、「積極的なデジタル技術の活用」を定め、本計画の実効性を高めます。

施策を支える柱1　協働によるまちづくり

● 本市では、平成31(2019)年に「狭山市協働によるまちづくり条例」を制定し、“自分たちのまちは、自分た
ちでつくる”を合言葉に、市民と力を合わせて魅力あふれるまちづくりを進めており、引き続き、企業や教
育機関も含めた多様な主体と連携しながら、協働に対する理解の深化や情報の提供、担い手の裾野拡大を
図ります。

● 広報紙や公式ホームページ、SNS、メール配信サービスなどによる情報の発信や、オープンデータの公開に
よる情報の共有を図るとともに、市政に関する意見や要望などの市民ニーズを把握するため、パブリックコ
メントなどの広聴活動を推進します。

● 市民とともに、本市の魅力を発信するシティプロモーション活動を推進し、認知度の向上と市民の郷土愛の
醸成を図ります。

施策を支える柱3　積極的なデジタル技術の活用

● 徹底したBPRのもとで積極的にデジタル技術を活用し、「行かない窓口」や「書かない窓口」、「リモート
相談」などによる行政手続きにおける市民の利便性向上と負担軽減を図るとともに、より質の高い行政サー
ビスを提供するための内部事務の効率化を図ります。

● デジタル技術の活用にあたっては、誰もがデジタルの恩恵を享受できるよう、地域社会全体での情報リテラ
シーの向上を図るとともに、効率的かつ安全に行政情報システムを運用するために、システムの最適化によ
る全体コストの削減と技術的、人的な対策を組み合わせた強固な情報セキュリティを確保します。

狭山市DX推進計画

関連個別計画

● 中期的な視点に立った財政見通しのもと、将来に過度な負担を残さないよう、事業の選択と集中による財政
運営の健全化を図ります。

● 受益者負担の原則に基づいた使用料や手数料などの適正化や後年度負担を考慮したうえでの市債の積極的な
活用、公共施設などの広告媒体としての活用、ふるさと納税制度の活用などを通じ、安定的な財源の確保を
図ります。

● 近隣自治体との連携による行財政資源の広域的な活用や、事務事業の包括的民間委託や指定管理者制度の導
入などの公民連携による民間の経営ノウハウの活用により、経費の縮減と行政サービスの向上を図ります。

● 機能的な組織運営の推進と定員管理の適正化に向け、随時の組織体制の見直しと適正な定員管理を行うとと
もに、活力ある組織を支える職員の育成と最大限のパフォーマンスを発揮できる働きやすい職場環境の整
備を推進します。

● 本市が保有する公共施設の多くが築30年以上を経過しているなか、必要な行政サービスを継続的に提供する
ため、公共施設の予防保全型の維持管理と長寿命化を推進し、ライフサイクルコストの縮減を図るととも
に、機能の集約化や複合化などによる公共施設の総量の削減を図ります。

狭山市行財政改革指針
使用料・手数料の適正化に係る基本方針
第3次埼玉県西部地域まちづくり構想・計画(ダイアプラン)
狭山市定員管理指針
狭山市公共施設等総合管理計画
狭山市公共施設再編計画

関連個別計画

施策を支える柱2　健全な行財政運営

関連個別計画

第
1
章
　環
境
共
生

第
2
章
　健
康
福
祉

第
3
章
　都
市
基
盤

第
4
章
　産
業
経
済

第
5
章
　教
育
文
化

第
6
章
　市
民
生
活

緑と健康で豊かな文化都市

計画推進の
ために

施策を支える柱1　協働によるまちづくり

施策を支える柱2　健全な行財政運営

施策を支える柱3　積極的なデジタル技術の活用

将来像



資料
第5次狭山市総合計画

第4次狭山市総合計画後期基本計画の達成状況
第5次狭山市総合計画策定の流れ
　1.策定体制
　2.策定経緯
第5次狭山市総合計画基本構想及び前期基本計画についての諮問と答申
財政予測
用語解説



　第4次狭山市総合計画後期基本計画では、施策の進捗状況や成果を測るものさしとして「施策の成果目標」を設定
し、令和7(2025)年度末時点での目標の達成見込みを次のように「達成」、「概ね達成」、「未達成」の3段階で評
価しました。

達　　成：達成率が100％以上のもの。
概ね達成：目標には達しないものの、達成率が80％以上100％未満の段階にあるもの。
未 達 成：達成率が80％未満の段階にあるもの。

「施策の成果目標」が1つの施策

A：成果目標を「達成」している施策
B：成果目標を「概ね達成」している施策
C：成果目標が「未達成」の施策

「施策の成果目標」が2つ以上の施策

A：未達成の成果目標がない施策
B：未達成の成果目標が1つの施策
C：未達成の成果目標が2つ以上の施策

さらに、「施策の成果目標」の評価結果に基づき、施策の達成状況を次のように3段階で評価しました。

満足・力を入れるべき 　　　　　　　　　　5点

やや満足・やや力を入れるべき 　　　　　　4点

どちらともいえない 　　　　　　　　　　　3点

やや不満・それほど力を入れなくてもよい 　2点

不満・力を入れなくてもよい 　　　　　　　1点

第1章　環境共生

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

3.11

3.22

3.18

3.21

3.23

3.24

3.25

3.32

A

B

B

B

C

A

B

C

3.29

3.14

3.18

3.31

3.16

3.24

3.38

3.43

環境保全の体制の充実

地球環境の保全

環境に対する意識の向上

緑地の保全と活用

環境保全対策の推進

環境の美化と生活環境の保全

ごみの減量化とリサイクルの推進

廃棄物の適正な処理

❽ 廃棄物の適正な処理

❼ ごみの減量化とリサイクルの推進

❻ 環境の美化と生活環境の保全
❺ 環境保全対策の推進

❹ 緑地の保全と活用

❸ 環境に対する意識の向上

❷ 地球環境の保全

❶ 環境保全の体制の充実

満足度充実希望度

市民意識調査
成果目標の
達成状況番号

施策
項目節名節番号章名章

1

1

循環型社会の形成

快適な生活環境の確保

緑地保全の推進

環境保全の総合的な推進

2

3

4

環
境
共
生

3.90

3.80

3.70

3.60

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60

2.50

2.40
2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

充実希望度 →

↑ 

満
足
度

第4次狭山市総合計画後期基本計画の達成状況

「施策の成果目標」の達成状況

　第5次狭山市総合計画前期基本計画の策定にあたり、市内在住の18歳以上の男女3,000人を対象に市民意識調査を
実施し、施策ごとの「満足度」と「充実希望度」を次のように点数化して平均値により評価しました。

施策ごとの市民の満足度・充実希望度
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C

C

A

C

B

C

C

C

C

A

C
C
C
A
C
C
A
B
C
C
B
A
B
B

第3章　都市基盤

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

3.33

3.33

3.52

3.32

3.38

3.51

3.30

3.14

3.34

3.34

2.92

2.90

2.81

2.84

2.77

2.76

3.19

3.23

3.85

3.66

都市機能の向上

道路ネットワークの構築

公共交通の充実

計画的な土地利用転換

住みよいまちづくりの推進

安全で快適な道路環境の保全

雨水対策の推進

公園整備・都市緑化の推進

水道水の安定供給

公共下水道の整備

32 公共下水道の整備

31 水道水の安定供給

30 公園整備・都市緑化の推進

29 雨水対策の推進

28 安全で快適な道路環境の保全

27 住みよいまちづくりの推進

26 計画的な土地利用転換

25 公共交通の充実24 道路ネットワークの構築

23 都市機能の向上

満足度充実希望度

市民意識調査
成果目標の
達成状況番号

施策
項目節名節番号章名章

3

1

2

3

地域の拠点を核とした

まちづくりの推進

安全で快適な

まちづくりの推進

水道・下水道の整備

都
市
基
盤

3.90

3.80

3.70

3.60

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60

2.50

2.40
2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

充実希望度 →

↑ 

満
足
度

第2章　健康福祉

❾
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3.26
3.18
3.29
3.47
3.16
3.18
3.26
3.26
3.21
3.38
3.41
3.27
3.38
3.14

3.08
3.28
3.47
3.04
3.11
3.06
3.06
3.04
3.03
3.01
3.05
3.00
3.03
3.02

福祉の総合的な推進
健康づくりの推進
保健予防の充実
地域医療体制の充実
高齢者の生きがいづくりの推進
地域包括ケアの推進
介護サービスの充実
障害者の自立支援の促進
障害者の社会参加の促進
仕事と子育ての両立支援
子育て支援の充実
ひとり親家庭の自立支援の推進
児童虐待防止対策の充実
社会保障制度の円滑な運用

満足度充実希望度

市民意識調査
成果目標の
達成状況番号

施策
項目節名節番号章名章

2

1

2

3

4

5

6

福祉の総合的な推進

健康づくりの推進と
保健・医療の充実

高齢者福祉の充実

障害者福祉の充実

児童福祉の充実

社会保障の推進

健
康
福
祉

3.90

3.80

3.70

3.60

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60

2.50

2.40
2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

充実希望度 →

↑ 

満
足
度

22 社会保障制度の円滑な運用

21 児童虐待防止対策の充実

20 ひとり親家庭の自立支援の推進

19 子育て支援の充実

18 仕事と子育ての両立支援

17 障害者の社会参加の促進

16 障害者の自立支援の促進

15 介護サービスの充実

14 地域包括ケアの推進

13 高齢者の生きがいづくりの推進

12 地域医療体制の充実

11 保健予防の充実

10 健康づくりの推進

❾ 福祉の総合的な推進
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B

C

C

B

C

A

C

C

B

C

B

B

A

B

B

C

C

第5章　教育文化

3.90

3.80

3.70

3.60

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60

2.50

2.40
2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

充実希望度 →

↑ 

満
足
度

第4章　産業経済

33

34

35

36

37

38

39

3.21

3.11

3.25

3.15

3.26

3.24

3.25

2.89

3.04

2.76

2.94

3.13

2.85

2.91

新たな企業・事業者の育成

地域産業の支援の充実

地域商業の活性化

工業の活性化

農業の活性化

狭山の地域資源を活用した観光の推進

雇用の促進と勤労者福祉の充実

生涯学習の促進

生涯スポーツの促進

教育の内容と支援の充実

教育環境の充実

家庭や地域との連携

青少年の健全育成

人権尊重意識の高揚

平和意識の高揚

創造性豊かな文化の振興

国際交流の推進

満足度充実希望度

市民意識調査
成果目標の
達成状況番号

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

施策
項目節名節番号章名章

4

1

2

3

総合的な産業振興の推進

地域産業の振興

雇用と労働環境の充実

産
業
経
済

3.05

3.04

3.30

3.34

3.12

3.21

3.17

3.12

3.07

3.04

3.10

3.08

3.08

3.03

3.06

3.04

3.08

3.09

3.13

3.01

49 国際交流の推進

48 創造性豊かな文化の振興

47 平和意識の高揚

46 人権尊重意識の高揚

45 青少年の健全育成

44 家庭や地域との連携

43 教育環境の充実

42 教育の内容と支援の充実41 生涯スポーツの促進

40 生涯学習の促進

満足度充実希望度

市民意識調査
成果目標の
達成状況番号

施策
項目節名節番号章名章

5

1

2

3

4

5

生涯学習の促進

学校教育の充実

青少年の健全育成

人権と平和の尊重

市民文化の振興と
国際化への対応

教
育
文
化

3.90

3.80

3.70

3.60

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60

2.50

2.40
2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

充実希望度 →

↑ 

満
足
度

39 雇用の促進と勤労者福祉の充実

38 狭山の地域資源を活用した観光の推進

37 農業の活性化

36 工業の活性化

35 地域商業の活性化

34 地域産業の支援の充実

33 新たな企業・事業者の育成

246 247

第5次狭山市総合計画

資 料

資 

料

第
4
次
狭
山
市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
の
達
成
状
況

資 

料

第
4
次
狭
山
市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
の
達
成
状
況



C

B

B

A

C

B

A

C

B

C

B

B

C

C

B

B

C

第7章　計画推進

60

61

62

63

64

65

66

3.06

3.13

3.16

3.37

3.18

3.07

3.26

3.06

2.99

3.00

2.89

2.96

3.05

2.97

協働の推進

積極的な情報発信と情報活用の促進

効率的・効果的な行政運営の推進

健全な財政運営の推進

公共施設等の計画的な管理と統合・廃止

機能的で活力のある組織運営の推進

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

満足度充実希望度

市民意識調査
成果目標の
達成状況番号

施策
項目節名節番号章名章

7

1

2

3

協働によるまちづくりの推進

健全な行財政運営の推進

まち・ひと・しごと創生の推進

計
画
推
進

3.90

3.80

3.70

3.60

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60

2.50

2.40
2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

充実希望度 →

↑ 

満
足
度

第6章　市民生活

3.90

3.80

3.70

3.60

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60

2.50

2.40
2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

充実希望度 →

↑ 

満
足
度

3.04

3.11

3.10

3.21

3.13

3.33

3.35

3.24

3.24

3.19

3.13

3.05

3.06

3.06

3.04

3.08

3.32

3.14

3.18

2.97

満足度充実希望度

市民意識調査
成果目標の
達成状況番号

施策
項目節名節番号章名章

6

1

2

3

4

5

6

自立した地域社会の実現

情報化の推進

住宅・建築物の充実

防災・消防体制の充実

交通安全・防犯対策の充実

基地対策の充実

市
民
生
活

地域コミュニティの活性化

男女共同参画の推進

安全・安心な消費生活の実現

地域情報化の推進

建築物の適切な管理の推進

危機管理防災体制の充実

消防・救急体制の充実

交通安全対策の充実

地域防犯対策の推進

基地周辺環境の整備の推進

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

53 地域情報化の推進

50 地域コミュニティの活性化

51 男女共同参画の推進

52 安全・安心な
　 消費生活の実現

59 基地区周辺環境の整備の推進

58 地域防犯対策の推進

57 交通安全対策の充実

56 消防・救急体制の充実

55 危機管理防災体制の充実

54 建築物の適切な管理の推進

66 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進
65 機能的で活力のある
　 組織運営の推進

64 公共施設等の計画的な
　 管理と統合・廃止

63 健全な財政運営の推進

62 効率的・効果的な
　 行政運営の推進

61 積極的な情報発信と
　 情報活用の促進

60 協働の推進
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各種方針や調査結果はこちらからご覧いただけます。

狭山市公式ホームページ第5次狭山市総合計画
https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/shisaku/sougoukeikaku/5shinko/index.html

令和8(2026)年

2月 前期基本計画を決定

令和7(2025)年

4月 策定委員会(基本構想・前期基本計画の検討)

5月 策定委員会(基本構想・前期基本計画・重点テーマの検討)2回開催

6月
策定委員会(基本構想・前期基本計画の検討、パブリックコメントの実施について)2回開催

パブリックコメント(7月まで)

7月
総合計画審議会(策定状況)

市議会常任委員会協議会(総務経済委員会、文教厚生委員会、建設環境委員会で各1回開催)

8月 策定委員会(基本構想・前期基本計画の検討)

10月

総合計画審議会へ諮問

総合計画審議会(答申案について)

総合計画審議会からの答申

11月 基本構想の議案を市議会へ提出

基本構想を議決

3月
検討委員会(前期基本計画の検討)

策定委員会(序論の検討)

1月 検討委員会(序論の検討)

2月
検討委員会(前期基本計画の検討)2回開催

策定委員会(総合計画の構成・序論の検討)

12月

2．策定経緯

1．策定体制

3. 狭山市を取り巻く社会状況    第5次狭山市総合計画策定の流れ

狭山市議会

総合計画審議会

市民参画

(委員20名)
市長の諮問に応じ、総合
計画に関する必要な審議

を行う。

議案

議決

市民意識調査 市民ワークショップ パブリックコメント

意
見

提
案

意
見
募
集

情
報
提
供

諮問

答申

令和7(2025)年6月25日(水)
　～7月22日(火)

実施期間

市政に関する市民の意向等を把握し、
計画づくりに反映させる。

調査目的

55件(提案者数：7名)
意見数

ワークショップ名称
第5次狭山市総合計画策定に
向けた市民ワークショップ
『わたしたちの狭山 未来トーク』

目　的
ワークショップ形式により、
市民からの意見を幅広く聴取する。

参加者
42名
(一般公募：30名・団体推薦：12名)

調査対象
満18歳以上の狭山市民3,000人
(令和5(2023)年10月1日時点の
住民基本台帳から無作為抽出)

実施期間
令和5(2023)年10月30日(月)～11月30日(木)

回答数
1,304件(回答率：43.5％)

目　的
第5次狭山市総合計画
基本構想及び前期基本計画の
素案を公表し、広く市民など
から意見を募集する。

狭山市

市　長

(検討委員会委員・策定主任者(関係課の職員)で構成)
7つの分野の部会を設置

部会

(職員アンケートなど)
職員参画

(副市長・教育長・各部長で構成)
策定委員会

(企画財政部長・次長・関係する課長で構成)
検討委員会

令和5(2023)年

7月

10月

12月

市民意識調査を実施(11月まで)

5月 策定委員会(策定方針案について)

策定方針を決定

総合計画審議会(策定方針)

職員アンケートを実施

令和6(2024)年

検討委員会(基本構想の検討)

5月

第2回市民ワークショップ　▶ 検討テーマ　・分野別の｢理想の姿｣とは？　・実現に向け私たちができることは？

6月

第3回市民ワークショップ　▶ 検討テーマ　・緑と健康で豊かな文化都市とは？～まち全体の「理想の姿」～

7月

検討委員会(基本構想・前期基本計画の検討)3回開催

第4回市民ワークショップ　▶検討テーマ　・検討結果の振り返り　・手に取りたくなる総合計画とは？
8月

検討委員会部会(前期基本計画の検討)令和6(2024)年8月から令和7(2025)年1月まで7部会合同で1回、部会ごとに5回開催

9月
検討委員会(基本構想の検討)

10月

策定委員会(基本構想の検討)

策定委員会(基本構想の検討)

総合計画審議会(基本構想)

第1回市民ワークショップ　▶ 検討テーマ　・狭山市の「お宝」とは？

総合計画審議会(総合計画の策定について)2月

策定委員会(検討委員会及び部会の設置について)

検討委員会(検討の方向性について)

11月

策定委員会(基本構想の検討)

検討委員会(前期基本計画・重点テーマの検討)
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第5次狭山市総合計画基本構想及び
前期基本計画についての諮問と答申 

答　申
《別紙》

狭山市総合計画審議会
会 長　野 村　  和  様

第5次狭山市総合計画基本構想及び前期基本計画について(諮問)

令和7年10月30日

狭山市長　小谷野　　剛  様

狭山市総合計画審議会
会 長　　　野 村　  和

第5次狭山市総合計画基本構想及び前期基本計画について(答申)

1　計画の評価
　今回諮問のあった、令和8年度を初年度とする「第5次狭山市総合計画基本構想(案)及び前期基本計画(案)」は、我が国が本
格的な人口減少時代の到来や少子高齢化の進行等の様々な課題に直面するなかにあっても、元気な狭山市を次世代につなげ
ていくことを目的とし、目指す将来像、その実現に向けたまちづくりの基本理念と基本方針、それらに基づいて実施する施
策とその内容を体系的に整理したものになっている。
　基本構想(案)では、第2次狭山市総合振興計画以降掲げている将来像「緑と健康で豊かな文化都市」を継承しながら、引き
続き、環境共生、健康福祉、都市基盤、産業経済、教育文化、市民生活の各分野において進めるまちづくりの方向性を基本
理念及び基本方針として示しており、これらの内容は市民や団体、事業者等と行政が協働して持続可能なまちづくりに取り
組む目標及び指針として相応しいものであり、第5次狭山市総合計画基本構想として適切なものであると考える。
　前期基本計画(案)では、基本構想(案)に掲げられた各分野におけるまちづくりの基本理念と基本方針に基づき、今後5年間
において市が取り組んでいく施策を示すとともに、「若い世代を伸ばそう」、「まちと産業の進化を目指そう」、「人生100
年時代を支える健康と安全を守ろう」、「みんなの力で未来につなごう」の4つを、分野横断的かつ本市に関わる全ての主体
と一緒に取り組んでいくテーマとして掲げたことは、協働によるまちづくりを進める本市にとって相応しいものであり、積
極的に推進すべき計画であると認められる。
　なお、審議会の主な意見等は、次のとおりである。

(1)計画全体について
　　　● 本市の最上位計画であることを鑑み、市民にも身近な計画とすることを目指し、策定にあたっては幅広い世代が参加

した市民ワークショップの意見を取り入れながら、行政用語や専門的な表現を可能な限り用いず、誰もが理解しや
すいシンプルな記載とする等、「読みやすさ」「分かりやすさ」に配慮した計画となっている。このコンセプトを
実効的なものにするためには、市民に計画を手に取ってもらい、実際に読んでもらうことが不可欠であり、そのた
めに広報紙による周知や概要版の配布等、計画への興味や関心を高める工夫が重要である。

　　　● 各施策に関連する具体的な取組を示す個別計画が策定されている現状を勘案し、総合計画ではまちづくりの方向性と
それに基づく施策の概要を示すことで両者の役割を明確にしており、社会情勢が常に変化し続けるなかにあっても
柔軟に対応する計画としての工夫がなされている。計画の運用にあたっても、この柔軟性を十分に活かしながら、
的確かつ着実に施策を実施していくことが必要である。

(2)基本構想について
　　　● 将来像である「緑と健康で豊かな文化都市」については、前述の市民ワークショップにおいて、「緑」「健康」「豊

か」「文化」のそれぞれの言葉から受け取るイメージは時代によって変わるものの、理想の姿を表すフレーズとし
て共感を得られていることからも、今後も本市に関わる全ての人たちと共有し、継承していく姿であると考える。

　　　● 平成27年度に策定された「狭山市人口ビジョン」における推計よりも人口減少のスピードが抑制されていることは、
前計画である第4次狭山市総合計画の推進による成果が表れているものであり、引き続き、第5次狭山市総合計画に
おいて14万人台の人口の維持を目指すことは妥当であると考えるが、今後も人口減少傾向は続くことから、常に持
続可能性を念頭に置いてまちづくりを進めていくことが必要である。

(3)前期基本計画について
　　　● 施策の目指す姿を冒頭に掲げ、目指す姿の達成度を測る成果指標、施策を取り巻く現状と課題、課題を解決するため

の主なとりくみ、そして、主なとりくみの内容を具体的に定めた個別計画を示すことで、施策推進のロードマップ
を明確化するとともに、前期基本計画と各個別計画の連動性の明確化への工夫がなされている。ホームページ等で
の計画の公開にあたっては、関連する個別計画とデータを連携させるなど、さらに分かりやすく連動性を確認でき
る仕組みづくりが必要である。

　　　● 重点テーマについては、次世代に視点を置きながら、喫緊の課題への対応に加え、将来を見据えた中長期的な課題に
も取り組む姿勢を明確にし、さらに、行政のみならず、本市に関わる全ての主体がこれらの課題に共に取り組んで
いくことを明確にしており、狭山市が一丸となって明るい希望が持てる未来へと進んでいく上で、賛同できるもの
である。

　　　● 「協働によるまちづくり」、「健全な行財政運営」、「積極的なデジタル技術の活用」について、施策を支える柱と
して位置づけたことで、全ての施策を推進するにあたって常に持つべき視点としての意義がより明確になってお
り、施策の効果を高めるものとして期待する。

2　施策の推進にあたっての留意事項
　　　今後、施策の推進にあたっては、次の点に留意するよう求める。
　　　● 市民生活や事業活動などあらゆる分野において持続可能性が求められているなかで、行政においても、現行の体制や

枠組みの維持だけに捉われず、従来および将来の事業実施による効果の維持・向上を重視した持続可能性の観点か
ら各施策の推進を図られたい。

　　　● 本市の将来を担い、本市発展の原動力となる若い世代が、まちづくりに関心を持ち、自分たちのまちとしての意識と
愛着を育めるよう、各施策の推進にあたっては、若い世代の参画機会の一層の充実を図られたい。

　　　● まちづくりにおいては、行政職員自身も組織の枠組みに捉われることなく、これまで以上に地域活動に積極的に参画
し、地域への理解と市民との相互理解を深め、地域に対する愛着や郷土愛の一層の醸成を図られたい。

　　　● まちづくりにおける協働は不可欠なものではあるが、「協働」という言葉は概念が広く、市民等にとって具体的に何
を意味するのか分かりにくい側面もあることから、行政が取り組んでいる事業の積極的な情報発信・情報共有を図
られたい。

　　　● デジタル技術の活用にあたっては、利用が困難な層への支援を一層推進するとともに、誰もがデジタルの恩恵を享受
できるよう努められたい。

狭山市長　小谷野　　剛

　第5次狭山市総合計画基本構想及び前期基本計画について、別添のとおり
案を策定したので、狭山市総合計画審議会条例第2条の規定に基づき、貴審
議会の意見を求めます。

　令和7年10月2日付け狭企発第48号により諮問のあった、第5次狭山市総
合計画基本構想及び前期基本計画の案について、将来像の実現に向けた市
の最上位計画であることを踏まえ、各分野の専門的知見に基づき、多角的
かつ慎重な審議を重ねた結果、別紙のとおり答申いたします。

狭企発第 4 8号
令和7年10月2日
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【歳入】

項　　目 令和8年度
(2026年度)

令和9年度
(2027年度)

令和10年度
(2028年度)

令和11年度
(2029年度)

令和12年度
(2030年度)

市　　税

国・県支出金

繰 入 金

市　　債

そ の 他

合　　計

【歳出】

(単位：百万円)

(単位：百万円)

※令和9(2027)年度以降の財政予測については、毎年度の実施計画の策定において、翌年度以降3か年分の見直しを行います。

財政予測

第5次狭山市総合計画前期基本計画財政予測については、次のとおりです。

項　　目

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

投資的経費

そ の 他

合　　計

23,284

14,359

2,488

2,043

13,457

55,631

23,085

14,016

1,564

812

13,447

52,924

23,292

13,727

1,403

730

13,540

52,692

23,502

14,661

1,704

2,632

13,615

56,114

23,477

14,777

1,221

2,638

13,704

55,817

10,175

15,678

3,613

3,438

22,727

55,631

10,175

15,195

3,402

2,363

21,789

52,924

10,175

15,146

3,346

1,910

22,115

52,692

10,175

15,097

3,261

5,200

22,381

56,114

10,175

15,048

3,144

5,194

22,256

55,817

令和8年度
(2026年度)

令和9年度
(2027年度)

令和10年度
(2028年度)

令和11年度
(2029年度)

令和12年度
(2030年度)
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あいサポート運動　P100

障害者の特性や困っていることを理解し、少しの手助けや配
慮を実践することにより、障害者が暮らしやすい共生社会を
ともに作っていく活動のこと。

アダプトプログラム　P36

市民や事業者が行政と役割分担を定め、一定区間の公共の場
所における美化活動を継続的に進める制度のこと。

スクールガードリーダー　P188

教育委員会から委嘱され、学校の防犯体制及び学校安全ボラ
ンティアの活動に対して指導を行う警察OBなどの専門家の
こと。

通級指導教室　P176

特別な教育的支援が必要な児童生徒が、週に1～2日、特別な
教育課程のもと個に応じた適切な学習をする教室のこと。

地域包括ケアシステム　P88

高齢者が住み慣れた地域で、可能な限り自立した日常生活を
営むことができるよう、介護や医療、住まいなどを包括的に
確保する体制のこと。

地域防犯ネットワーク(アポック)　P188

自治会や学校、PTA、子ども110番の家、交番などが連携
し、犯罪に対する情報を共有するとともに、地域における自
主的な防犯活動を行う組織のこと。

ゾーン30　P224

生活道路において、時速30キロの速度規制と必要な安全対策
を組み合わせ、自動車走行速度や通り抜けを抑制する交通安
全対策のこと。

生活支援コーディネーター　P88

生活支援・介護予防サービスの充実に向け、生活支援の担い
手の養成・発掘などの資源開発やそのネットワーク化などを
行う者のこと。

地域計画　P159

地域の農業者などの話合いに基づいて作成した、地域農業の
将来の在り方をまとめた「地域計画」と、農地ごとに将来の
利用者を明確化した「目標地図」のこと。

地域学校協働活動　P169

地域全体でこどもたちの学びや成長を支えるとともに、学校
を核とした地域づくりを目指して、地域と学校がパートナー
として協働して行う様々な活動のこと。

総合型地域スポーツクラブ　P173

こどもから高齢者まで、様々なスポーツ愛好者が、それぞれ
の志向・レベルに合わせて参加することができ、地域住民が
主体的に運営する地域密着型スポーツクラブのこと。

地域制緑地　P42

特別緑地保全地区や緑地保全地区など、法令などに基づき保
全するために指定した緑地のこと。

埼玉県西部地域まちづくり協議会　P32

埼玉県の西部地域にある所沢市、飯能市、狭山市、入間市及
び日高市の5市で構成し、圏域の特性を生かしたまちづくり
に取り組む協議会のこと。

自主防災組織　P216

災害が発生した際に、初期消火や避難誘導などの活動を自主
的に行う地域住民組織のこと。

機能別団員制度　P220

全ての消防団活動に参加できない人が、市町村で定めている
特定の活動・役割に従事する制度のこと。

埼玉県よろず支援拠点　P149

経済産業省・中小企業庁が、全国に設置している経営に関す
る無料相談所のこと。

狭山市ふれあい緑地　P44

市街地に残された貴重な緑地を保全するため、所有者から借
り上げ、市民の憩いの場として開放している緑地のこと。

指定管理者制度　P72

地方公共団体に代わり、事業者などが専門知識や技術を活か
して公の施設の管理運営をすることができる制度のこと。

基幹型保育所　P72

地域の子育て支援施設との複合化を見据えて、相談機能の充
実や地域連携の強化を図り、保育と子育て支援機能を合わせ
持つ保育所のこと。

ESD　P176

Education for Sustainable Development(持続可能な開発のた
めの教育)の略で、社会問題を自らの問題として捉え、身近な
ところから取り組むことにより、問題解決につながる新たな
価値観や行動を生み出し持続可能な社会を実現していくこと
を目指す学習や教育活動のこと。

集いの場・通いの場　P51

地域住民が運営するサロンやこども食堂など、住民同士の交
流や支え合いを促進する場所のこと。

わくわく支援員　P176

より行き届いた教育と多様な児童の行動に対応するため、児
童の学習支援や教員の授業補助などを行う職員のこと。

有収率　P135

水道の場合は、配水量と水道料金収入の対象となった水量の
比率のこと。下水道の場合は、処理汚水量と下水道使用料収
入の対象となった汚水量との比率のこと。

認知症地域支援推進員　P88

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、
医療や介護などの関係機関間の連携を推進し、生活支援など
を行う専門員のこと。

認知症初期集中支援チーム　P89

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で
暮らし続けられるように、本人と家族に早期に関わり自立生
活支援を行うチームのこと。

認定農業者　P160

農業経営の改善を進めようとする計画の認定を市町村から受
けた農業者のこと。

特別緑地保全地区　P44

都市において良好な自然的環境を形成している緑地を保全す
るため、地方公共団体が都市計画に定める区域のこと。

ふるさとの緑の景観地　P44

武蔵野の面影を残す雑木林など、「ふるさと埼玉の緑を守り
育てる条例」に基づいて指定されている樹林地のこと。 

保育コンシェルジュ　P73

保育を希望する保護者の相談に応じ、家庭の事情や希望に
合った保育サービスの情報提供を行う専門相談員のこと。

緑のトラスト保全第9号地　P44

埼玉の優れた自然や貴重な歴史的環境を県民の財産として保
存していく「さいたま緑のトラスト運動」に基づき、その9
号地に選ばれた樹林地のこと。




